
日
明
関
係
に
お
け
る
﹁
勘
合
﹂
の
形
状
に
つ
い
て
の
新
知
見①

伍

躍

二
〇
〇
一
年
︑
私
は
﹁
日
明
関
係
に
お
け
る
﹃
勘
合
﹄

と
く
に
そ
の
形

状
に
つ
い
て②
﹂
を
公
表
し
︑
そ
れ
ま
で
勘
合
の
形
状
に
つ
い
て
の
学
界
の

﹁
常
識
﹂
に
存
在
し
た
問
題
を
指
摘
し
︑
伝
統
中
国
の
官
文
書
制
度
に
基
づ

い
て
私
な
り
の
知
見
を
述
べ
︑
新
説
を
提
示
し
た
︒
そ
れ
以
来
︑
学
界
の
研

究
が
進
み
︑
新
し
い
史
料
も
公
表
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
旧
稿
以
来
の
︑

日
明
勘
合
の
形
状
を
め
ぐ
る
研
究
の
進
展
を
振
り
返
り
つ
つ
︑
近
年
に
な
っ

て
公
表
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
︑
自
ら
の
旧
説
を
含
む
既
存
の
見
解
を
検
討

し
︑
新
し
い
知
見
を
提
示
し
た
い
︒

①

本
稿
の
一
部
は
︑
二
〇
一
九
年
八
月
の
﹁
第
二
十
届
明
史
国
際
学
術
討
論
会
曁

朱
元
璋
与
明
中
都
国
際
学
術
研
論
会
﹂
︵
中
国
・
鳳
陽
︶
︑
お
よ
び
﹁
二
〇
一
九
年

中
国
社
会
科
学
論
壇
︵
史
学
︶
・
�
州
与
明
代
中
国
国
際
学
術
研
討
会
﹂
︵
中
国
・

北
京
︶
に
て
口
頭
報
告
を
し
た
︒

②

﹃
史
林
﹄
八
四
巻
一
号
︵
二
〇
〇
一
年
︶
︑
一
二
四

一
四
三
頁
︒
以
下
︑
﹁
旧

稿
﹂
と
称
す
︒

一

旧
稿
の
主
張
の
概
要

旧
稿
に
て
言
及
し
た
よ
う
に
︑
近
代
以
後
︑
は
じ
め
て
日
明
勘
合
の
形
状

を
学
術
研
究
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
栢
原
昌
三
で
あ
っ
た
︒
栢
原

昌
三
は
﹃
戊
子
入
明
記
﹄
に
あ
る
﹁
勘
合
料
紙
印
形
﹂
な
ど
の
文
献
を
も
と

に
日
明
通
交
に
お
け
る
勘
合
の
形
状
を
提
示
し
た
︒
そ
の
後
︑
小
葉
田
淳
︑

佐
久
間
重
男
︑
中
村
栄
孝
︑
田
中
健
夫
︑
お
よ
び
鄭
樑
生
と
林
呈
蓉
も
そ
れ

ぞ
れ
の
見
解
を
発
表
し
た
︒
一
九
九
〇
年
代
の
学
界
に
お
い
て
は
︑
日
明
勘

合
の
形
状
に
つ
い
て
の
認
識
は
お
お
よ
そ
下
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

第
一
︑
勘
合
の
大
き
さ
︒
田
中
健
夫
は
栢
原
昌
三
の
見
解
を
訂
正
し
︑
縦

一
尺
二
寸
︵
三
六
セ
ン
チ
︶
×
横
二
尺
七
寸
︵
八
二
セ
ン
チ
︶
の
紙
質
の
も

の
で
あ
る
︑
と
指
摘
し
て
い
る
︒

第
二
︑
勘
合
の
半
印
と
字
号
︒
中
村
栄
孝
の
見
解
が
﹁
最
も
説
得
力
の
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
︵
田
中
健
夫
︶
と
し
て
︑
学
界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
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つ
ま
り
︑
﹁
本
字

号
﹂
と
い
う
朱
印
の
な
か
に
壹
か
ら
百
ま
で
の
番
号
が

﹁
墨
書
﹂
さ
れ
て
い
た
も
の
が
二
つ
あ
る
︑
と
い
う
︒

第
三
︑
﹁
別
幅
﹂
の
こ
と
︒
﹁
別
幅
﹂
は
勘
合
の
裏
書
で
あ
る
︑
と
い
う
栢

原
昌
三
の
見
解
が
継
承
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
そ
れ
が
別
紙
の
贈
答
品
目
録

で
あ
る
︑
と
い
う
石
井
正
敏
の
見
解
も
存
在
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
従
来
の
学
説
に
対
し
︑
私
は
伝
統
中
国
の
文
書
制
度
に
基
づ
い

て
そ
の
問
題
点
を
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
︒

第
一
︑
官
印
の
問
題

上
記
の
諸
説
で
は
︑
勘
合
を
発
行
し
た
明
朝
礼
部
の
官
印
に
つ
い
て
ま
っ

た
く
触
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
伝
統
中
国
に
お
い
て
は
︑
官
文
書
に
発
行
衙
門

の
官
印
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
︒
よ
っ
て
︑
日
明

関
係
の
場
合
︑
明
朝
礼
部
の
印
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒

第
二
︑
字
号
の
問
題

諸
説
で
言
及
さ
れ
る
﹃
戊
子
入
明
記
﹄
の
﹁
勘
合
料
紙
印
形
﹂
に
み
え
る

﹁
本
字
壹
号
﹂
と
は
︑
勘
合
と
い
う
官
文
書
の
う
え
に
あ
る
﹁
字
号
﹂
の
部

分
で
あ
り
︑
勘
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
︒
同
様
に
︑
﹁
本
字
壹
号
﹂
の
左
半

分
を
囲
む
枠
は
︑
勘
合
の
枠
で
は
な
く
︑
字
号
の
上
に
押
さ
れ
る
官
印
の
左

半
分
を
示
す
も
の
で
あ
る
︵
官
印
の
右
半
分
は
勘
合
発
行
衙
門
の
発
行
記
録
︑

す
な
わ
ち
底
簿
に
あ
る
︶
︒
こ
れ
は
︑
官
文
書
を
管
理
し
︑
文
書
の
偽
造
を

防
ぐ
た
め
の
﹁
半
印
字
号
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

第
三
︑
勘
合
裏
面
の
使
用
問
題

伝
統
中
国
の
官
文
書
制
度
で
は
︑
行
政
文
書
の
裏
面
は
原
則
と
し
て
使
用

し
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
使
節
の
身
分
を
紹
介
し
証
明
す
る
重
要
な
外
交
文

書
と
し
て
の
明
代
の
勘
合
は
︑
現
代
の
外
交
に
お
け
る
国
書
と
同
じ
よ
う
に
︑

そ
の
裏
面
を
使
用
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
う
し
た
指
摘
を
し
た
う
え
で
︑
私
は
明
代
勘
合
の
前
身
で
あ
る
宋
元
時

代
の
﹁
公
憑
﹂
と
﹁
公
験
﹂
︑
お
よ
び
そ
の
後
継
者
で
あ
る
清
代
の
﹁
勘
合
﹂

︵
北
京
・
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
所
蔵
︶
の
形
状
を
も
と
に
日
明
間
で
使
用

し
た
明
代
勘
合
の
諸
要
素
を
推
測
し
て
下
記
の
仮
説
を
提
示
し
た
︒

第
一
︑
清
代
の
﹁
勘
合
﹂
の
大
き
さ
︵
縦
約
八
七
セ
ン
チ
＝
約
二
尺
九
寸
︑

横
約
六
〇
セ
ン
チ
＝
約
二
尺
︶
か
ら
︑
明
代
の
勘
合
も
か
な
り
大
き
な
文
書

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
︑
日
明
間
で
使
用
し
た
勘
合
︑
と
り
わ
け
日
本
遣
明
使
が
所
持
す
る

﹁
本
字
勘
合
﹂
は
︑
寧
波
と
北
京
で
勘
合
底
簿
と
の
照
合
を
受
け
る
た
め
︑

そ
の
う
え
に
は
照
合
の
た
め
の
﹁
硃
墨
字
号
﹂
が
二
つ
あ
る
︒
そ
の
字
号
は
︑

勘
合
と
底
簿
と
の
双
方
に
か
か
る
よ
う
に
書
く
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
上
に
発

行
官
庁
で
あ
る
明
朝
礼
部
の
官
印
が
押
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹁
硃
墨
字

号
﹂
の
﹁
硃
﹂
は
官
印
の
こ
と
で
︑
﹁
墨
﹂
は
墨
書
し
た
字
号
で
あ
る
︒

第
三
︑
勘
合
に
記
さ
れ
た
内
容
は
二
つ
あ
る
︒
前
半
は
事
前
に
印
刷
さ
れ

る
勘
合
の
使
用
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
︑
後
半
は
使
用
す
る
前
に
︑
聖
旨
や

36 (396)



礼
部
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
︑
関
係
事
項
を
﹁
填
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
批
文
﹂
と

し
て
記
入
す
る
部
分
で
あ
る
︒
勘
合
の
裏
面
は
原
則
と
し
て
使
用
し
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
旧
稿
執
筆
の
時
点
で
は
︑
私
は
勘
合
が
﹁
批
文
勘
合
﹂
で
あ

る
︑
と
い
う
栢
原
昌
三
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
が
︑
彼
が
示
し
た

﹁
批
文
﹂
を
勘
合
の
裏
に
記
入
す
る
と
い
う
意
見
に
異
議
を
唱
え
︑
勘
合
の

表
面
に
﹁
批
文
﹂
を
記
入
す
る
と
主
張
し
た
︒

な
お
︑
田
中
健
夫
が
推
定
し
た
勘
合
字
号
の
付
け
方
︑
お
よ
び
底
簿
の
綴

じ
方
は
︑
伝
統
中
国
官
文
書
の
作
成
方
法
に
反
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
︒

以
上
が
︑
旧
稿
の
主
な
内
容
で
あ
る
︒

二

学

界

の

動

向

︵
一
︶

台
湾
学
界
の
反
応

旧
稿
の
公
表
後
︑
二
〇
〇
六
年
に
機
会
を
得
て
台
北
で
開
か
れ
た
﹁
第
十

回
海
洋
史
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹂
に
参
加
し
て
︑
日
明
勘
合
の
形
状
に

つ
い
て
研
究
報
告
を
行
っ
た
︒
報
告
後
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
の
于
志
嘉
よ
り
以
下
の
指
摘
を
受
け
た①
︒

第
一
︑
私
を
含
む
日
本
か
ら
の
研
究
者
が
調
査
し
た
中
国
第
一
歴
史
檔
案

館
と
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
が
所
蔵
す
る
︑
﹁
清
代
勘
合
﹂
と
さ
れ

て
き
た
文
書
は
︑
﹁
勘
合
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
精
微
批
文
﹂
︵
﹁
精
微
批
﹂
と
も
い

う
︶
で
あ
る
︒

于
志
嘉
は
︑
歴
史
語
言
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
の
協
力
を
得
て
︑
当
研
究
所

が
所
蔵
す
る
清
代
の
﹁
精
微
批
文
﹂
︵
当
時
整
理
中
で
公
開
し
て
い
な
か
っ

た
満
文
﹁
精
微
批
文
﹂
を
含
む
︶
を
は
じ
め
︑
漢
文
や
満
文
の
奏
本
や
題
本

な
ど
を
詳
細
に
調
査
し
た
結
果
︑
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
と
い
う
︒
氏
は
︑

少
な
く
と
も
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
は
︑
中
央
官
僚
の
国
内
出
張
に
際
し
︑

勅
書
・
精
微
批
文
・
応
用
勘
合
の
三
点
の
文
書
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
指
摘
し
︑
中
国
国
家
図
書
館
が
所
蔵
す
る
﹁
河
南
正
考
官
勘
合
﹂

︵
後
述
︶
こ
そ
清
代
勘
合
の
代
表
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
要
す
る
に
︑
精
微

批
文
は
出
張
の
た
め
の
辞
令
︑
勘
合
は
出
張
中
の
駅
逓
使
用
の
許
可
書
で
あ

る
た
め
︑
私
が
勘
合
の
形
状
を
推
測
す
る
際
に
参
考
し
た
出
張
の
辞
令
が
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
﹁
精
微
批
文
﹂
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

第
二
︑
勘
合
字
号
を
含
む
官
文
書
の
字
号
を
囲
む
〇
は
︑
そ
の
官
文
書
を

返
却
す
る
際
に
﹁
当
該
官
文
書
の
取
消
し
﹂
を
示
す
た
め
の
し
る
し
で
あ
る
︒

氏
は
︑
清
代
初
年
の
官
文
書
に
詳
し
い
同
研
究
所
ス
タ
ッ
フ
の
王
健
美
の
見

解
を
引
用
す
る
形
で
︑
字
号
を
囲
む
〇
が
つ
い
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
返
却

済
み
の
も
の
で
︑
〇
の
な
い
も
の
が
未
返
却
の
も
の
だ
と
主
張
し
た
︒

そ
の
後
︑
同
研
究
所
の
劉
錚
雲
と
王
健
美
は
︑
﹁
尋
找
大
清
﹃
精
微
批

文
﹄
﹂
と
題
す
る
論
考
を
公
表
し
た②
︒
同
研
究
所
が
所
蔵
す
る
清
代
の
﹁
勘

合
﹂
を
さ
ら
に
詳
細
に
調
査
し
た
う
え
で
︑
于
氏
の
論
点
を
補
強
し
︑
清
代

順
治
年
間
の
﹁
精
微
批
文
﹂
は
﹁
勘
合
﹂
と
﹁
批
文
﹂
と
い
う
二
種
類
の
文
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書
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
議
論
を
受
け
て
︑
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
明
清
檔
案

工
作
室
は
目
録
修
正
作
業
を
行
い
︑
そ
れ
ま
で
目
録
上
に
﹁
勘
合
﹂
と
登
録

さ
れ
て
い
た
清
代
の
文
書
を
悉
く
﹁
精
微
批
文
﹂
に
改
め
た
︒

こ
れ
ら
の
指
摘
と
作
業
に
よ
り
︑
筆
者
が
日
明
勘
合
の
形
状
を
推
測
し
た

際
の
参
考
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
﹁
明
代
勘
合
の
後
継
者

清
代
勘
合
﹂
が
崩

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
筆
者
の
関
心
は
︑
清
代
の
勘
合

︵
満
州
語
：
k
án
h
o
︶
に
も
︑
精
微
批
文
︵
満
州
語
：
jin
g
w
ei
p
i︶
に
も

な
か
っ
た
︒
重
要
な
の
は
︑
劉
錚
雲
ら
が
清
代
の
精
微
批
文
に
も
﹁
明
代
半

印
勘
合
の
特
徴
が
保
持
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
官
文
書
に
欠
か
せ
な
い
要
件
に
﹁
半
印
﹂
と
﹁
字
号
﹂
が
あ
る
と
い

う
点
は
︑
旧
稿
の
主
張
と
一
致
し
て
い
る
︒

于
志
嘉
と
劉
錚
雲
ら
が
紹
介
し
た
清
代
の
勘
合
は
︑
中
国
国
家
図
書
館
が

所
蔵
す
る
﹁
河
南
正
考
官
勘
合
﹂
で
︑
漢
文
と
満
文
か
ら
な
る
︒
こ
の
勘
合

は
︑
﹃
国
家
図
書
館
蔵
清
代
孤
本
内
閣
六
部
檔
案
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が③
︑

モ
ノ
ク
ロ
で
︑
幅
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
︒
形
状
面
で
注
目
に
値
す

る
点
は
二
つ
あ
る
︒

第
一
︑
長
方
形
に
な
っ
て
い
る
勘
合
の
本
体
部
分
の
う
え
に
︑
梯
形
の
部

分
が
あ
り
︑
そ
こ
に
漢
文
と
満
文
で
文
書
の
性
格
を
示
す
﹁
勘
合
﹂
と
い
う

文
字
が
あ
る
︒

第
二
︑
そ
の
本
体
と
梯
形
の
外
縁
を
囲
む
形
で
︑
漢
籍
用
語
で
は
﹁
辺

欄
﹂
と
よ
ば
れ
る
双
辺
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
印
刷
部
分
を
取
り
囲
む
四
周
の
︑

二
本
の
太
い
黒
線
で
画
か
れ
て
い
る
枠
取
り
で
あ
る
︒
そ
の
二
本
の
黒
線
の

間
に
﹁
火
焔
飛
虎
紋
﹂
︑
つ
ま
り
炎
と
ト
ラ
の
紋
様
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
そ

の
紋
様
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
︑
炎
が
迅
速
︑
虎
が
威
厳
を
示
す
と
説
明

さ
れ
て
い
る④
︒

写
真
だ
け
で
は
確
認
し
づ
ら
い
こ
と
も
あ
る
が
︑
当
該
勘
合
の
漢
文
部
分

と
満
文
部
分
の
前
半
は
︵
事
前
印
刷
？
︶
勘
合
使
用
の
一
般
規
定
で
あ
り
︑

後
半
は
駅
逓
使
用
︑
す
な
わ
ち
勘
合
所
持
者
へ
の
﹁
廩
給
﹂
︵
食
事
な
ど
︶
︑

勘
合
所
持
者
が
使
用
で
き
る
車
両
や
馬
の
数
︑
お
よ
び
勘
合
所
持
者
の
同
行

人
に
支
給
す
る
﹁
口
糧
﹂
の
数
︑
な
い
し
使
用
予
定
の
船
や
船
の
乗
組
員
が

な
い
︑
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

ち
な
み
に
︑
こ
の
﹁
河
南
正
考
官
勘
合
﹂
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
付
言

し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
勘
合
は
そ
も
そ
も
出
所
不
明
の
﹁
河
南
正
考
官
勘
合

印
文
﹂
と
い
う
文
書
群
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
文
書
群
に
あ
る
官
印

の
押
さ
れ
て
い
な
い
印
結
︵
印
結
は
︑
官
僚
が
出
し
た
︑
官
印
の
押
さ
れ
て

い
る
保
証
文
書
で
あ
る
︶
か
ら
︑
原
物
で
は
な
く
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
非

常
に
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
于
・
劉
二
氏
の
見
解
に
一
歩
を
譲
っ
た

と
し
て
も
︑
清
末
の
一
駅
逓
勘
合
を
も
っ
て
多
様
な
種
類
と
用
途
の
あ
る
明

代
の
勘
合⑤
に
つ
い
て
概
括
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
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と
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

︵
二
︶

橋
本
雄
氏
に
よ
る
日
明
勘
合
の
復
元
作
業

旧
稿
に
は
日
本
国
内
の
学
界
に
お
い
て
も
︑
静
か
な
反
応
が
あ
っ
た
︒
一

九
九
八
年
度
史
学
会
大
会
例
会
で
勘
合
に
つ
い
て
の
研
究
報
告
を
行
っ
た
橋

本
雄
は
︑
私
の
見
解
に
同
意
を
示
し
つ
つ
︑
一
連
の
論
考
を
公
表
し
た⑥
︒
彼

は
︑
私
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
も
と
に
調
査
し
た
北
京
の
中
国
第
一
歴
史

檔
案
館
が
所
蔵
す
る
不
鮮
明
な
清
代
勘
合
よ
り
も
鮮
明
な
︑
台
北
の
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
が
所
蔵
す
る
﹁
清
代
勘
合
﹂
︵
例
え
ば
︑
清
代
内
閣

大
庫
檔
案
︑
第
一
〇
三
八
九
四
番
な
ど⑦
︶
の
実
物
を
調
査
し
て
︑
そ
こ
か
ら

日
明
勘
合
の
大
き
さ
を
縦
約
八
一
セ
ン
チ
︵
約
二
尺
六
寸
︶
︑
横
約
一
〇
八

セ
ン
チ
︵
約
三
尺
三
寸
︶
で
あ
っ
た
と
推
定
し
︑
勘
合
を
割
り
札
や
割
印
の

よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
︒
そ
の

う
え
で
︑
日
明
勘
合
の
復
元
図
︑
お
よ
び
作
成
工
程
の
イ
メ
ー
ジ
を
復
元
し

た
︒
管
見
の
限
り
︑
現
時
点
で
は
︑
橋
本
雄
に
よ
る
一
連
の
論
考
以
外
︑
勘

合
の
形
状
に
つ
い
て
最
近
の
研
究
を
見
た
こ
と
は
な
い
︒

橋
本
雄
の
復
元
作
業
は
勘
合
シ
ス
テ
ム
の
理
解
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の

で
は
あ
る
が
︑
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

第
一
︑
鈐
印
の
位
置
︒
氏
は
︑
﹁
礼
部
之
印
﹂
は
︑
勘
合
の
発
行
年
月
日

で
あ
る
﹁
宣
徳
捌
年
陸
月
壱
拾
参
日
﹂
の
﹁
徳
捌
年
﹂
の
三
文
字
︑
あ
る
い

は
﹁
捌
﹂
の
一
文
字
に
か
か
る
形
で
押
さ
れ
て
い
る
と
推
定
す
る
︒
し
か
し
︑

伝
統
中
国
で
は
官
文
書
の
鈐
印
に
際
し
て
は
︑
年
号
最
後
の
一
文
字
の
下
方

か
ら
︑
月
を
示
す
﹁
月
﹂
と
い
う
字
ま
で
を
覆
う
と
い
う
形
で
鈐
印
す
る

﹁
斉
年
蓋
月
﹂
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
か
ら⑧
︑
そ
の
印
は
﹁
捌
年
陸
月
﹂

の
四
文
字
に
ま
た
が
る
形
で
押
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
氏
は
﹁
室
町
幕
府
か
ら
遣
明
使
へ
の
交
付
段
階
﹂
の
勘
合
に
お
い
て
︑

﹁
礼
部
之
印
﹂
の
右
に
﹁
日
本
国
王
之
印
﹂
が
押
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
が
︑
そ
の
根
拠
を
説
明
し
て
い
な
い
︒
伝
統
中
国
に
お
い
て
は
︑
複
数

の
同
列
衙
門
が
共
同
で
公
務
を
処
理
し
︵
当
時
で
は
﹁
会
銜
﹂
と
い
う
︶
文

書
を
出
す
場
合
は
あ
っ
た
︒
そ
の
と
き
に
︑
複
数
の
官
印
が
文
書
に
一
定
の

規
則
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
押
さ
れ
る
の
で
あ
る⑨
︒
し
か
し
︑
日
明
間
の

勘
合
は
明
の
礼
部
が
作
製
し
発
行
し
た
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
日
本
国

王
﹂
と
共
同
し
て
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹁
礼
部
之
印
﹂

の
右
に
﹁
日
本
国
王
之
印
﹂
が
押
さ
れ
る
の
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

第
二
︑
表
紙
︒
橋
本
は
︑
勘
合
が
四
つ
折
︑
す
な
わ
ち
◯A1
◯A2
Ⓑ
Ⓒ
の
山
折

り
で
た
た
ま
れ
た
と
想
定
し
て
い
る
︒
問
題
は
︑
氏
が
一
番
左
側
に
あ
る
Ⓒ

面
︑
つ
ま
り
鈐
印
さ
れ
た
発
行
年
月
日
と
礼
部
を
示
す
大
き
な
﹁
部
﹂
字
の

あ
る
面
を
表
紙
に
し
た
︑
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
勘
合
を
含
む
官
文
書

の
折
り
畳
み
方
に
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
調
査
を
要
す
る
が
︑

伝
統
中
国
の
文
書
制
度
か
ら
す
れ
ば
︑
勘
合
の
よ
う
な
下
行
の
命
令
文
書
に

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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お
い
て
は
︑
上
行
文
書
の
奏
本
や
題
本
と
異
な
り
︑
火
票
・
信
牌
・
執
照
な

ど
と
同
じ
よ
う
に
︑
そ
の
文
書
の
一
部
︑
し
か
も
官
印
の
あ
る
部
分
を
表
紙

に
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
橋
本
が
勘
合
の
折
り
畳
み

方
を
推
測
す
る
際
の
根
拠
は
︑
現
存
の
勘
合
に
あ
る
多
数
の
﹁
細
か
な
折
り

線
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
推
測
の
根
拠
と
し
て
使
用
す
る
に
先
立
っ
て
︑

そ
れ
ら
の
折
り
線
は
勘
合
を
実
際
に
作
製
や
発
行
︑
な
い
し
使
用
す
る
時
に

で
き
た
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
後
の
整
理
者
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い

て
︑
ま
ず
検
証
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

な
お
︑
橋
本
は
精
査
し
た
中
央
研
究
院
所
蔵
清
代
内
閣
大
庫
檔
案
第
一
〇

三
八
九
四
号
文
書
を
︑
二
〇
〇
八
年
時
点
で
は
﹁
清
代
勘
合
﹂
と
名
付
け
た

の
に
対
し
︑
二
〇
一
三
年
に
﹁
清
朝
戸
部
勘
合
﹂
︑
二
〇
一
七
年
に
﹁
清
朝

戸
部
精
微
批
文
勘
合
﹂
に
改
め
た
︒
と
く
に
最
後
の
﹁
精
微
批
文
勘
合
﹂
は
︑

前
掲
の
劉
錚
雲
ら
の
論
考
の
見
解
を
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
精
微
批
文
勘
合
﹂
は
︑
定
型
文
を
木
版
で
刷

っ
た
戸
部
作
成
の
勘
合
料
紙
の
余
白
に
︑
戸
部
が
文
書
の
受
給
者
個
人
に
転

任
な
ど
の
職
務
命
令
︵
精
微
批
文
︶
を
書
き
込
む
こ
と
で
成
立
し
た
︑
一
種

の
混
合
文
書
で
あ
る
︑
と
指
摘
し
て
い
る
︒
﹁
精
微
批
文
勘
合
﹂
と
い
う
名

称
が
文
書
制
度
上
の
固
有
名
詞
と
し
て
︑
清
代
に
お
い
て
実
在
し
て
い
た
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
明
代
国
家
が
編
纂
し
た
﹁
実
録
﹂
︑

﹁
会
典
﹂
の
類
に
は
実
在
し
た
わ
け
で
は
な
い⑩
︒

︵
三
︶

元
代
の
勘
合

モ
ン
ゴ
ル
語
で
﹁
黒
い
都
﹂
を
意
味
す
る
ハ
ラ
ホ
ト
︵
黒
水
城
︶
は
︑
中

国
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
・
エ
チ
ナ
︵
額
済
納
︶
河
畔
に
あ
る
西
夏
と
元
の
時

代
の
城
跡
で
あ
り
︑
一
九
〇
九
年
の
ロ
シ
ア
人
探
検
家
に
よ
る
調
査
で
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
九
六
〇
～
八
〇
年
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
現
地
調

査
で
は
︑
数
点
の
勘
合
文
書
を
含
む
数
多
く
の
官
文
書
が
発
見
さ
れ
た⑪
︒
研

究
者
は
こ
れ
ら
の
勘
合
文
書
を
研
究
し
て
︑
そ
の
形
態
と
特
徴
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る⑫
︒

第
一
︑
元
代
勘
合
文
書
は
︑
﹁
半
印
勘
合
﹂
と
﹁
半
印
勘
合
号
簿
﹂
と
い

う
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
︒
前
者
に
は
印
と
字
号
の
左
半
分
︑
後
者
に
は
印

と
字
号
の
右
半
分
が
あ
る
︒

第
二
︑
元
代
勘
合
文
書
は
︑
漢
文
と
パ
ス
パ
文
字
か
ら
な
る
︒
清
代
の
満

漢
合
璧
同
様
に
︑
漢
文
と
パ
ス
パ
文
字
が
同
じ
勘
合
文
書
の
な
か
に
共
存
し

て
い
る
︒
漢
文
と
パ
ス
パ
文
字
の
字
号
の
存
在
も
確
認
さ
れ
て
い
る
︒

第
三
︑
現
存
の
元
代
勘
合
文
書
の
な
か
に
は
︑
捺
印
さ
れ
て
い
る
も
の
と

捺
印
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
徴
税
関
係
の
勘
合
に
は
半

印
の
な
い
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
地
方
当
局
が
勘
合
を
使
用
す
る

際
に
柔
軟
に
対
応
し
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
研
究
者
が
い
る
︒

第
四
︑
元
代
勘
合
文
書
に
あ
る
漢
文
字
号
は
﹃
千
字
文⑬
﹄
を
基
準
と
し
︑

﹁
天
字
十
四
号
﹂
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
︒
一
回
の
み
の
チ
ェ
ッ
ク
に
対
応
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す
る
勘
合
文
書
の
場
合
︑
漢
文
字
号
が
一
つ
し
か
な
い
が
︑
複
数
回
の
チ
ェ

ッ
ク
に
対
応
す
る
勘
合
文
書
に
は
複
数
の
漢
文
字
号
が
使
用
さ
れ
る
︒

第
五
︑
元
代
勘
合
文
書
に
は
︑
字
号
・
印
章
の
ほ
か
︑
食
料
の
受
領
・
祭

祀
・
官
僚
人
事
な
ど
に
関
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
勘
合
使
用
の
目
的
と
内
容
を
明

記
す
る
部
分
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
受
領
し
た
食
糧
の
種
類
・
数
量
・
支
給

機
関
と
そ
の
担
当
者
・
受
取
人
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒

ま
た
︑
﹁
勘
合
通
知
﹂
の
存
在
が
は
じ
め
て
指
摘
さ
れ
た
︒
至
大
四
年

︵
一
三
一
一
︶
七
月
二
十
日
に
亦
集
乃
路
総
管
府
が
広
積
倉
と
支
持
倉
の
官

吏
に
宛
て
た
官
文
書
は
︑
当
総
管
府
が
︑
﹁
天
字
□
□
号
半
印
勘
合
﹂
と

﹁
天
字
十
四
号
半
印
勘
合
﹂
を
所
持
し
て
い
る
﹁
阿
黒
不
花
寧
粛
王
﹂
に
対

し
︑
﹁
号
簿
の
墨
跡
・
字
様
﹂
と
照
合
し
た
う
え
︑
﹁
分
例
米
麺
﹂
を
支
給
す

る
よ
う
に
倉
庫
に
通
知
し
た
文
書
で
あ
る
︒
倉
庫
の
官
吏
は
勘
合
を
チ
ェ
ッ

ク
し
た
う
え
で
︑
所
定
の
﹁
米
麺
﹂
を
当
該
勘
合
の
所
持
者
に
支
給
す
る
の

で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
明
代
勘
合
の
前
身
で
あ
る
元
代
の
勘
合
文
書
に
は
︑
す
で

に
半
印
と
字
号
︑
使
用
目
的
な
ど
を
明
記
す
る
文
面
︑
お
よ
び
使
用
に
際
し

て
使
用
通
知
が
あ
っ
た
︒
明
代
の
勘
合
制
度
は
︑
そ
れ
ら
を
継
承
し
て
さ
ら

に
精
密
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
四
︶

明
代
の
精
微
批
文

于
志
嘉
と
劉
錚
雲
ら
が
清
代
の
精
微
批
文
︵
﹁
精
微
批
﹂
と
も
い
う
︶
に

つ
い
て
指
摘
し
た
こ
と
に
は
す
で
に
言
及
し
た
が
︑
明
代
に
起
源
す
る
精
微

批
文
に
つ
い
て
︑
二
〇
一
七
年
に
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の
張
金
奎

が
論
考
を
公
表
し
た⑭
︒
氏
は
﹃
南
京
都
察
院
志
﹄
に
収
録
さ
れ
る
二
つ
の
文

献
に
注
目
し
︑
精
微
批
文
が
そ
も
そ
も
北
京
と
南
京
の
各
衙
門
が
公
務
の
た

め
に
官
僚
を
差
遣
す
る
際
に
発
行
さ
れ
た
書
類
で
あ
る
︑
と
指
摘
し
た
︒

第
一
︑
出
張
前
︑
精
微
批
文
の
交
付
を
請
求
す
る
文
書

請
精
微
批

為
議
定
差
以
責
実
效
事
︒
照
得
本
院
奏
差
巡
按
直
隷
監
察
御
史
某
巡
視

某
等
処
︑
所
有
本
官
出
巡
精
微
批
文
︑
例
応
填
給
︒
為
此
︑
合
用
手
本
︑

前
去
内
府
︑
南
京
兵
／
礼
／
刑
科
填
給
施
行
︒
計
給
応
字
批
文

道
︒

第
二
︑
出
張
後
︑
交
付
さ
れ
た
精
微
批
文
の
返
却
に
備
え
付
け
る
文
書

繳
精
微
批

為
議
定
差
以
責
実
效
事
︒
拠
巡
按
某
差
御
史
某
呈
繳
精
微
批
文
前
来
︑

例
応
転
繳
︒
為
此
︑
合
用
手
本
︑
前
去
内
府
︑
南
京
兵
／
礼
／
刑
科
銷

繳
施
行
︒
計
総
︹
繳
︺
応
字
批
文

道
︒

氏
は
︑
事
前
に
作
ら
れ
た
精
微
批
文
は
ふ
だ
ん
内
府
衙
門
で
保
管
さ
れ
︑

使
用
の
際
に
関
係
衙
門
が
内
府
よ
り
受
け
取
り
必
要
な
内
容
を
記
入
し
︑
字

号
の
付
与
と
捺
印
を
し
た
う
え
で
出
張
の
官
僚
に
交
付
す
る
の
に
対
し
︑
業
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務
終
了
後
に
速
や
か
に
返
却
す
る
︑
と
説
明
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

﹃
南
京
都
察
院
志
﹄
に
あ
る
こ
の
二
つ
の
文
書
か
ら
︑
精
微
批
文
は
﹁
出

巡
﹂
︑
つ
ま
り
公
務
出
張
の
辞
令
を
記
す
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ

の
点
に
お
い
て
は
︑
張
氏
の
見
解
は
先
に
言
及
し
た
于
・
劉
二
氏
の
指
摘
と

同
じ
で
あ
る
︒

私
も
﹃
南
京
都
察
院
志
﹄
の
中
に
﹁
請
給
勘
合
咨
﹂
を
見
つ
け
た⑮
︒

為
某
事
︒
照
得
本
院
今
差
某
官
某
齎
捧
某
題
／
某
奏
本
赴
京
︑
所
有
差

役
・
脚
力
・
口
糧
︑
係
隷
南
京
兵
部
掌
行
︒
為
此
合
咨
貴
部
︑
煩
為
査

照
︑
起
給
勘
合
／
火
牌
壹
道
／
面
︑
陸
路
馬
幾
匹
︑
口
糧
幾
分
往
迴
︒

応
付
施
行
︒

こ
れ
は
︑
南
京
都
察
院
を
通
じ
て
南
京
兵
部
に
対
し
︑
公
務
出
張
の
た
め

の
勘
合
の
交
付
を
求
め
る
文
書
で
あ
る
︒
こ
の
文
書
と
張
金
奎
が
紹
介
し
た

精
微
批
文
の
交
付
請
求
と
返
還
に
関
す
る
文
書
の
存
在
か
ら
︑
勘
合
は
い
わ

ゆ
る
﹁
批
文
勘
合
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
私
が
か
つ
て
賛
同
し
た
栢
原
昌
三
の

見
解
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
明
実
録
﹄

に
見
え
る
﹁
批
文
勘
合
﹂
は
︑
実
は
﹁
批
文
﹂
と
﹁
勘
合
﹂
︑
つ
ま
り
別
々

の
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
︒
こ
の
見
解
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ

ば
︑
南
京
都
察
院
が
南
京
兵
部
に
交
付
を
求
め
る
勘
合
は
公
務
出
張
中
に
駅

逓
を
使
用
す
る
資
格
を
付
与
す
る
書
類
で
あ
り
︑
内
府
な
ど
に
交
付
を
求
め

る
精
微
批
文
は
公
務
内
容
を
記
載
す
る
出
張
辞
令
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
朝
貢
勘
合
の
実
物
が
な
い
た
め
︑
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
︑

旧
稿
で
説
明
し
た
よ
う
に
︑
朝
貢
使
節
の
派
遣
に
際
し
て
は
︑
﹁
日
本
国
王
﹂

の
表
文
の
ほ
か
︑
明
朝
礼
部
宛
て
の
﹁
日
本
国
王
﹂
名
義
の
咨
文
︵
た
と
え

ば
︑
宣
徳
九
年
︵
一
四
三
四
︶
八
月
二
十
三
日
付
け
の
明
朝
礼
部
宛
の
﹁
日

本
国
王
﹂
の
咨
文
︶
︑
お
よ
び
明
朝
礼
部
が
交
付
し
た
﹁
本
字
﹂
勘
合
が
必

要
で
あ
る
︒
そ
の
咨
文
は
︑
明
朝
の
礼
部
に
対
し
︑
勘
合
の
使
用
︑
お
よ
び

派
遣
者
一
行
の
概
要
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ば
公
務
出
張
の
業
務

内
容
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
は
︑
朝
貢
の
場
合
の
咨

文
は
︑
明
朝
国
内
の
精
微
批
文
と
似
た
よ
う
な
機
能
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

さ
ら
に
︑
前
述
の
元
朝
の
﹁
勘
合
通
知
﹂
を
連
想
す
れ
ば
︑
﹁
日
本
国
王
﹂

名
義
の
咨
文
は
︑
﹁
本
字
某
号
﹂
の
勘
合
の
使
用
を
明
朝
側
に
連
絡
通
知
を

行
う
﹁
勘
合
通
知
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒

①

第
十
回
海
洋
史
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
于
志
嘉
研
究
員
の
コ
メ
ン
ト
︒

報
告
後
︑
氏
か
ら
コ
メ
ン
ト
ペ
ー
パ
ー
を
頂
い
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
︒

②

﹃
古
今
論
衡
﹄
第
一
六
期
︵
台
北
：
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所
︑
二
〇
〇

七
年
︶
︑
七
七

九
二
頁
︒
の
ち
に
﹃
檔
案
中
的
歴
史
：
清
代
政
治
与
社
会
﹄
︵
北

京
：
北
京
師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
︑
四
七
七

四
九
五
頁
に
再
録
︒

③

﹃
国
家
図
書
館
蔵
清
代
孤
本
内
閣
六
部
檔
案
﹄
︵
北
京
：
全
国
図
書
館
文
献
縮
微

複
製
中
心
︑
二
〇
〇
三
年
︶
第
四
冊
︑
一
八
〇
五
頁
︒

④

張
我
徳
ら
﹃
清
代
文
書
﹄
︵
北
京
：
中
国
人
民
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
︶
︑

二
一
七
頁
︒
雷
栄
広
・
姚
楽
野
﹃
清
代
文
書
綱
要
﹄
︵
成
都
：
四
川
大
学
出
版
社
︑

一
九
九
〇
年
︶
︑
一
一
〇
頁
︒
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⑤

羅
東
陽
﹁
勘
合
制
度
与
明
代
中
央
集
権
﹂
︑
﹃
東
北
師
大
学
報
︵
哲
学
社
会
科
学

版
︶
﹄
︑
一
九
九
七
年
第
一
期
︑
三
五

四
〇
頁
︒

⑥

橋
本
雄
﹁
日
明
勘
合
再
考
﹂
︑
九
州
史
学
研
究
会
編
﹃
境
界
か
ら
み
た
内
と
外
﹄

︵
東
京
：
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︶
︑
三
二
七

三
六
二
頁
︒
同
氏
﹃
室
町

﹁
日
本
国
王
﹂
と
勘
合
貿
易

な
ぜ
︑
足
利
将
軍
家
は
中
華
皇
帝
に
﹁
朝
貢
﹂
し

た
の
か
﹄
︵
東
京
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶
︑
三
四

三
五
頁
︒
同
氏
﹁
勘

合
・
咨
文
﹂
︑
村
井
章
介
他
編
﹃
日
明
関
係
史
研
究
入
門

ア
ジ
ア
の
な
か
の
遣

明
船
﹄
︵
東
京
：
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶
︑
四
八
三

四
九
一
頁
︒

⑦

橋
本
雄
は
二
〇
〇
八
年
に
こ
の
文
書
を
紹
介
す
る
際
に
︑
本
来
の
登
録
番
号

﹁
一
〇
三
八
九
四
﹂
を
な
ぜ
か
﹁
一
〇
三
八
八
三
﹂
と
説
明
し
た
︒
橋
本
雄
﹁
日

明
勘
合
再
考
﹂
︑
三
四
五
頁
︒

⑧

雷
栄
広
・
姚
楽
野
﹃
清
代
文
書
綱
要
﹄
︑
二
五

二
六
頁
︒

⑨

た
と
え
ば
︑
台
湾
大
学
所
蔵
淡
新
檔
案
︑
第
一
二
五
〇
七
号
︑
第
一
七
三
三
九

号
︒

⑩

橋
本
雄
﹃
室
町
﹁
日
本
国
王
﹂
と
勘
合
貿
易
﹄
︑
二
九
頁
︒
同
﹁
清
代
戸
部
精

微
批
文
勘
合
小
考
﹂
︑
湯
山
賢
一
郎
編
﹃
古
文
書
料
紙
論
叢
﹄
︵
東
京
：
勉
誠
出
版
︑

二
〇
一
七
年
︶
︑
六
八
五

七
〇
五
頁
︒

⑪

塔
拉
ら
編
﹃
中
國
蔵
黒
水
城
漢
文
文
献
﹄
︵
北
京
：
国
家
図
書
館
出
版
社
︑
二

〇
〇
八
年
︶
︑
第
二
冊
︑
二
三
一

二
三
二
︑
二
五
三

二
五
四
頁
︑
第
五
冊
︑

一
〇
三
七

一
〇
四
二
頁
︒

⑫

潘
潔
﹁
黒
水
城
出
土
勘
合
文
書
種
類
考
﹂
︑
﹃
内
蒙
古
社
会
科
学
︵
漢
文
版
︶
﹄
︑

二
〇
一
三
年
第
四
期
︑
四
二

四
四
頁
︒
杜
立
暉
﹁
元
代
勘
合
文
書
探
析

以
黒

水
城
文
献
為
中
心
﹂
︑
﹃
歴
史
研
究
﹄
︑
二
〇
一
五
年
第
二
期
︑
一
五
六

一
六
七

頁
︑
裏
表
紙
︒
後
者
は
勘
合
の
作
製
方
法
に
つ
い
て
︑
田
中
健
夫
の
根
拠
の
な
い

推
測
を
参
考
に
し
て
い
る
︒
橋
本
雄
も
ハ
ラ
ホ
ト
文
書
に
あ
る
勘
合
に
つ
い
て
言

及
し
た
︒
橋
本
雄
﹁
勘
合
・
咨
文
﹂
︑
四
八
六
頁
︒

⑬

中
国
六
朝
時
代
の
梁
の
周
興
嗣
が
︑
重
複
し
な
い
千
の
漢
字
を
二
五
〇
の
四
字

句
に
綴
っ
て
作
成
し
た
漢
字
の
啓
蒙
教
科
書
で
あ
る
︒
内
容
は
﹁
天
地
玄
黄
︑
宇

宙
洪
荒
⁝
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
広
く
流
伝
し
た
た
め
か
︑
文
書
の
﹁
字

号
﹂
の
ほ
か
︑
科
挙
試
験
の
番
号
づ
け
︵
た
と
え
ば
︑
天
字
一
号
・
二
号
︶
な
ど

に
も
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
︒

⑭

張
金
奎
﹁
明
代
的
駕
帖
与
精
微
批
﹂
︑
﹃
社
会
科
学
輯
刊
﹄
︑
二
〇
一
七
年
第
四

期
︑
一
三
九

一
四
七
頁
︒
な
お
︑
明
代
の
宦
官
と
精
微
批
と
の
か
か
わ
り
に
つ

い
て
は
︑
胡
丹
﹃
明
代
宦
官
制
度
研
究
﹄
︵
杭
州
：
浙
江
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一

八
年
︶
︑
四
八

五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑮

︵
明
︶
施
沛
﹃
南
京
都
察
院
志
﹄
︵
済
南
：
斉
魯
書
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
庫
全

書
存
目
叢
書
補
編
第
七
四
冊
影
印
明
天
啓
年
間
刊
本
︶
︑
巻
三
五
︑
公
移
︑
請
給

勘
合
咨
︑
三
〇
〇
頁
︒

三

近
年
発
見
さ
れ
た
明
代
の
勘
合

︵
一
︶

成
化
工
部
班
匠
勘
合

二
〇
一
七
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
蔵
�
州
文

書
類
編
・
散
件
文
書
﹄
に
は
︑
﹁
明
成
化
六
年
某
月
至
弘
治
十
五
年
正
月
工

部
給
付
祁
門
県
竹
匠
方
省
宗
等
輪
班
勘
合
依
様
抄
写
式
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い

る
︵
図
�①
︶
︒
正
方
形
を
呈
す
る
こ
の
写
本
は
︑
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る

明
代
の
勘
合
の
中
で
最
も
古
い
︒
勘
合
そ
の
も
の
の
大
き
さ
や
形
態
に
つ
い

て
の
記
述
が
全
く
な
い
の
は
残
念
だ
が
︑
写
本
お
よ
び
写
さ
れ
た
周
り
を
囲

む
戳
記
七
枚
︑
欄
内
に
あ
る
戳
記
二
枚
の
大
き
さ
か
ら
す
れ
ば
︑
や
や
大
き

い
文
書
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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当
番
す
る
職
人
の
身
分
証
明
書
兼
通
行
許
可
書
の
役
割
を
も
つ
こ
の
勘
合

は
五
つ
の
部
分
か
ら
な
る
︒

︵
Ａ
︶
勘
合
の
交
付
規
定

工
部
為
輪
班
人
匠
事
︒
奏
准
遵
依
洪
武
年
間
旧
制
︑
編
置
勘
合
︑
給
付

本
匠
為
照
︒
如
遇
該
班
︑
依
期
齎
執
赴
京
上
工
︑
沿
途
官
司
憑
此
照
行
︒

如
不
係
当
班
時
月
︑
不
許
指
作
路
引
︑
借
人
影
射
出
入
︒
本
身
事
故
︑

仍
令
戸
丁
応
役
︒
過
期
不
到
者
︑
罰
工
︒
如
果
戸
絶
無
丁
︑
即
赴
有
司

陳
告
︑
繳
回
本
部
銷
注
︒
不
許
雇
倩
幷
不
堪
工
作
戸
丁
搪
塞
︒
如
違
︑

定
発
化
外
充
軍
︑
仍
提
正
身
問
罪
︑
拘
役
終
身
︒
須
至
出
給
者
︒

右
側
に
あ
る
こ
の
部
分
は
事
前
に
印
刷
さ
れ
た
︑
工
部
に
よ
る
勘
合
の
使

用
規
定
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
お
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
︑
当
勘
合
は
洪
武
年
間
の
規
定
に
従
い②
︑
工
部
に
役
務
を
提
供
す

る
職
人
の
身
分
証
明
と
し
て
当
番
の
職
人
に
交
付
す
る
も
の
で
あ

る
︒

第
二
︑
関
係
官
庁
は
︑
そ
の
不
正
使
用
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
︒

第
三
︑
本
人
が
事
情
に
よ
り
当
番
で
き
な
い
場
合
︑
そ
の
世
帯
の
ほ
か

の
人
に
代
わ
っ
て
も
ら
う
︒

第
四
︑
戸
絶
す
な
わ
ち
成
年
男
子
の
全
員
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
︑
報

告
し
た
の
ち
勘
合
を
返
上
す
る
︒

第
五
︑
役
務
に
堪
え
な
い
人
を
勝
手
に
雇
っ
て
代
行
し
て
は
な
ら
な
い
︒

違
反
し
た
場
合
︑
処
罰
と
し
て
雇
わ
れ
た
者
を
遠
方
に
充
軍
さ
せ
︑

本
来
の
担
当
者
を
終
身
服
役
に
処
す
る
︒

︵
Ｂ
︶
交
付
規
定
の
補
足
事
項

︵
Ａ
︶
の
左
側
に
は
次
の
よ
う
な
補
足
説
明
が
見
え
る
︒

�
州
府
祁
門
県
竹
匠
方
省
宗
︑
今
騰
宗
該
成
化
玖
年
冬
季
︑
肆
年
壹
班
︑

又
輪
該
成
化
拾
参
年
冬
季
︒
以
後
照
依
年
限
扣
算
︑
輪
班
上
工
︒

こ
の
勘
合
が
最
初
に
交
付
さ
れ
た
成
化
六
年
︵
一
四
七
〇
︶
に
使
用
さ
れ

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
︵
Ｂ
︶
は
同
九
年
に
追
記
し
た
内
容
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
�
州
府
祁
門
県
籍
の
竹
匠
︵
竹
芸

の
職
人
︶
の
方
省
宗
ら
が
成
化
九
年
冬
季
の
班
匠
の
役
に
当
た
る
が
︑
次
回

の
当
番
は
四
年
後
の
十
三
年
冬
季
で
あ
り
︑
以
後
も
四
年
に
一
度
当
番
す
る
︑

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

勘
合
の
上
に
書
き
写
さ
れ
た
周
り
を
囲
む
七
枚
の
戳
記
と
欄
内
中
央
よ
り

下
方
に
あ
る
一
枚
の
戳
記
か
ら
︑
そ
の
輪
番
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
︒
方
省
宗
ら
は
成
化
九
年
︑
十
三
年
︑
十
七
年
︑
二
十
一
年
の
冬

季
︑
お
よ
び
弘
治
二
年
︵
一
四
八
九
︶
︑
六
年
︑
十
年
の
冬
季
に
︑
﹁
外
{
﹂

﹁
営
繕
所
﹂
﹁
文
思
院
﹂
﹁
本
部
{
﹂
﹁
本
作
﹂
﹁
内
官
監
﹂
で
﹁
正
工
﹂
す
な

わ
ち
通
常
の
当
番
︵
三
カ
月
を
一
期
と
し
︑
毎
月
の
勤
務
日
は
十
日
間③
︶
を

行
い
︑
弘
治
︵
成
化
と
あ
る
の
は
誤
り
︶
十
四
年
の
冬
季
に
﹁
本
部
{
﹂
で

﹁
正
罰
工④
﹂
に
従
事
し
︑
い
ず
れ
の
当
番
期
間
も
三
カ
月
で
あ
っ
た
︒
戳
記

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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に
は
当
番
先
へ
の
到
着
及
び
当
番
満
了
の
日
付
や
事
務
担
当
者
の
氏
名
が
そ

れ
ぞ
れ
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
Ｃ
︶
半
印
字
号

︵
Ｂ
︶
の
左
側
︑
す
な
わ
ち
勘
合
の
ほ
ぼ
中
央
部
分
の
や
や
上
に
﹁
�
字

竹
匠
参
百
参
拾
伍
号
﹂
︑
そ
の
下
に
﹁
�
字
参
百
参
拾
伍
号
﹂
と
書
か
れ
て

い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
当
勘
合
の
﹁
字
号
﹂
で
あ
る
︒
字
号
の
上
に
そ
も
そ
も

押
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
官
印
の
﹁
半
印
﹂
を
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
が
︑
二
つ
の
字
号
の
そ
れ
ぞ
れ
の
左
横
の
﹁
半
印
﹂
と
い
う
文
字
か
ら
︑

字
号
の
上
に
そ
も
そ
も
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
︒
︵
Ａ
︶
の

内
容
と
勘
合
発
行
年
月
の
左
に
大
書
さ
れ
る
﹁
部
﹂
字
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑

こ
こ
に
あ
っ
た
の
は
工
部
の
印
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

﹁
半
印
字
号
﹂
の
左
側
に
最
初
の
発
行
年
月
日
を
示
す
﹁
成
化
陸
年

月

日
給
﹂
と
い
う
文
字
が
見
え
る
が
︑
事
前
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
︒

﹁
陸
﹂
を
は
さ
む
形
で
そ
の
左
右
に
発
行
衙
門
の
官
印
を
示
す
﹁
全
印
﹂
と

い
う
二
文
字
が
あ
り
︑
こ
こ
に
工
部
の
官
印
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
﹁
部
﹂

字
の
下
に
﹁
号
﹂
字
が
二
つ
あ
る
︒

︵
Ｄ
︶
注
意
事
項

勘
合
の
左
側
の
下
方
に
戳
記
が
あ
り
︑
そ
の
内
容
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒

仰
所
在
幷
把
截
官
司
︑
弁
験
該
班
︑
方
許
放
行
︒
若
是
工
満
︑
亦
験
批

工
半
印
︑
明
白
放
回
︒
如
将
輪
過
季
分
批
工
半
印
影
射
或
詐
偽
批
工
者
︑

就
便
解
部
問
罪
︒
把
截
去
処
弁
験
不
明
︑
壹
体
治
罪
︒
迷
失
者
︑
発
遣

充
軍
︒

こ
れ
は
︑
︵
Ａ
︶
に
加
え
て
勘
合
の
管
理
を
さ
ら
に
強
化
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
関
係
官
庁
に
対
し
職
人
に
よ
る
当
番
の
有
無
並
び
に

当
番
満
了
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
せ
よ
と
い
う
指
示
と
チ
ェ
ッ
ク
を
怠
っ
た
場

合
の
罰
則
で
あ
る
︒

︵
Ｅ
︶
辺
欄

二
本
の
枠
線
の
間
に
水
草
あ
る
い
は
炎
の
よ
う
な
紋
様
が
見
え
る
︒

︵
二
︶

万
暦
兵
部
駅
逓
勘
合

二
〇
一
八
年
︑
明
代
の
孔
府
︵
孔
子
の
末
裔
た
ち
の
邸
宅
︶
檔
案
を
収
録

し
た
﹃
孔
子
博
物
館
蔵
孔
府
檔
案
彙
編
︵
明
代
巻
︶
﹄
が
出
版
さ
れ
た
︒
計

三
冊
か
ら
な
る
こ
の
資
料
集
に
は
計
四
枚
の
兵
部
勘
合
を
収
録
し
て
い
る
︒

そ
の
詳
細
は
表
�
の
と
お
り
で
あ
る⑤
︒

﹃
大
明
会
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹁
大
小
勘
合
﹂
の
制
度
は
万
暦
三
年
︵
一
五

七
五
︶
よ
り
始
ま
り
︑
﹁
公
差
官
員
﹂
す
な
わ
ち
公
務
出
張
の
官
員
︵
こ
こ

で
は
衍
聖
公
が
そ
れ
に
当
た
る
︶
に
対
し
﹁
大
勘
合
﹂
を
交
付
す
る
が
︑
そ

れ
以
外
の
勅
書
を
伝
達
す
る
舎
人
や
書
吏
な
ど
の
出
張
者
に
対
し
﹁
小
勘

合
﹂
を
交
付
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
大
勘
合
が
﹁
照
旧
﹂
す
な
わ
ち
従
来
ど

お
り
で
あ
る
の
に
対
し
︑
小
勘
合
は
サ
イ
ズ
が
や
や
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た⑥
︒
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№ 文書名 発行年月日 サイズ

0053-01
衍聖公孔尚賢為赴京進奉表文回還事領用
兵部勘合

万暦三十五年五月十五日 86.6cm×79.3cm

0053-02
衍聖公府舍人劉顕祖、廟丁成爵等為奉差
赴京進貢馬匹及表文回還事領用兵部小勘
合

万暦三十五年五月十五日 69.8cm×56.0cm

0053-03
衍聖公府舍人劉顕祖、廟丁成爵等為奉差
赴京進貢馬匹回還事領用兵部小勘合

万暦三十五年十月初九日 71.2cm×58.1cm

0061-01 衍聖公府領存備用兵部小勘合 崇禎元年(1628)正月某日 72.8cm×57.7cm

表� 万暦兵部駅逓勘合

〇
〇
五
三

〇
一
の
兵
部
勘
合
は
︑
従
来
ど
お
り
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
︒
ち
な
み
に
︑
﹁
日
本
国
王
﹂
は
明
朝
の
六
部
と
同
等
の
立
場
に
あ

り
︑
朝
貢
使
節
は
そ
の
臣
下
で
あ
る
か
ら
﹁
公
差
官
員
﹂
に
相
当
す
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
彼
ら
が
使
用
し
た
勘
合
は
性
格
上
︑
こ
の
兵
部
勘
合
の
よ
う
な

﹁
大
勘
合
﹂
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
勘

合
を
概
観
し
て
み
よ
う
︵
図
�
︶
︒

第
一
︑
外
観

本
体
は
長
方
形
で
︑
そ
の
上
に
梯
形
の
部
分
が
あ
る
︒
梯
形
部
分
の
な
か

に
︑
﹁
兵
部
勘
合
﹂
の
四
字
が
右
か
ら
横
一
列
に
並
ん
で
い
る
︒

こ
れ
は
事
前
に
印
刷
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
体
と
梯
形
の
部
分
の
外
縁
を

囲
む
形
で
︑
約
一
・
六
セ
ン
チ
幅
の
︑
花
柄
の
入
っ
た
辺
欄
が
あ
る
︒
辺
欄

が
あ
る
点
は
︵
Ａ
︶
と
同
じ
で
あ
る
︒

第
二
︑
サ
イ
ズ

資
料
集
の
説
明
で
は
︑
こ
の
勘
合
の
サ
イ
ズ
は
横
八
六
・
六
セ
ン
チ
︑
縦

七
九
・
三
セ
ン
チ
︑
つ
ま
り
横
二
尺
八
寸
︑
縦
二
尺
六
寸
の
も
の
と
し
て
い

る
︒
し
か
し
︑
そ
の
数
値
が
勘
合
用
紙
全
体
の
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
勘

合
本
体
部
分
の
み
の
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
明
代
の
規
定⑦
に
照
ら
し

て
写
真
に
あ
る
兵
部
・
兵
部
車
駕
清
吏
司
・
兵
科
給
事
中
お
よ
び
会
同
館
の

印
の
大
き
さ
を
も
と
に
測
っ
て
み
た
︒
そ
の
結
果
︑
説
明
の
サ
イ
ズ
は
勘
合

用
紙
全
体
の
サ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
次
に
︑
辺
欄
の
外
縁
を
基
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図
�
万
暦
兵
部
駅
逓
勘
合
（
『
孔
子
博
物
館
蔵
孔
府
檔
案
彙
編
（
明
代
巻
）
』
）
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準
に
勘
合
の
本
体
部
分
と
梯
形
部
分
を
含
め
て
測
っ
て
そ
こ
か
ら
推
算
す
る

と
︑
横
八
三
・
四
セ
ン
チ
︵
約
二
尺
七
寸
︶
︑
縦
五
五
セ
ン
チ
︵
約
一
尺
八

寸
︶
と
な
る
︒
私
が
旧
稿
で
推
定
し
た
サ
イ
ズ
よ
り
や
や
小
さ
い
も
の
の
︑

や
は
り
比
較
的
大
き
な
文
書
で
あ
る
︒

第
三
︑
構
成

�
︑
本
体
右
半
分

当
該
勘
合
を
︑
本
体
中
央
の
﹁
計
開
﹂
の
文
字
を
境
に
左
右
二
つ
の
部
分

に
分
け
て
考
え
た
い
︒

ま
ず
は
右
半
分
を
見
て
み
よ
う
︒

事
前
に
印
刷
さ
れ
た
こ
の
部
分
は
︑
計
一
七
行
︑
毎
行
約
二
九
字
︑
合
計

三
四
七
字
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
勘
合
使
用
の
一
般
規
定
に
関
す
る
兵
部
の

通
達
で
あ
る
︒
そ
の
文
面
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る⑧
︒

兵
部
為
伝
奉
聖
諭
事
︒
本
部
奏
准
事
例
︑
編
置
半
印
勘
合
︑
給
発
各
衙

門
︑
聴
各
公
差
官
員
査
照
填
用
︑
遵
行
已
久
︒
邇
縁
仮
借
冒
濫
︑
絡
繹

於
途
︑
擅
用
夫
馬
有
一
二
十
倍
原
額
者
︑
駅
逓
疲
困
不
支
︒
覆
該
本
部

題
奉
欽
依
議
︑
於
勘
合
之
外
︑
另
置
長
単
︑
稽
査
夫
馬
︑
随
同
給
発
︒

経
由
州
県
駅
逓
衙
門
︑
照
依
勘
合
坐
去
地
方
・
廩
粮
等
項
︑
与
単
開
格

眼
内
夫
馬
実
数
︑
査
対
明
白
︑
方
准
応
付
︒
沿
途
仍
赴
各
該
衙
門
掛
号
︑

査
考
真
偽
︒
如
勘
合
印
信
可
疑
及
無
長
単
者
︑
俱
不
准
応
付
︒
敢
有
詐

冒
及
違
例
擅
用
︑
生
事
害
人
︑
洗
改
字
跡
︑
多
索
枉
道
等
項
情
弊
︑
各

該
撫
按
衙
門
遵
照
明
旨
︑
従
実
参
究
︒
経
過
有
司
・
駅
逓
亦
許
径
自
指

実
具
奏
処
治
︒
所
領
勘
合
・
長
単
︑
自
内
出
外
者
︑
回
日
赴
部
投
収
；

到
彼
住
起
者
︑
赴
彼
処
撫
按
衙
門
投
収
；
自
外
入
京
者
︑
赴
部
投
収
︑

出
京
之
日
換
給
勘
合
長
単
︑
回
還
︻
亦
赴
︼
彼
処
撫
按
衙
門
投
収
︒
每

季
終
︑
類
繳
本
部
︑
以
憑
奏
繳
︒
如
有
領
過
勘
合
︻
不
行
投
︼
繳
︑
及

季
終
不
行
類
繳
者
︑
査
出
定
行
参
治
︒
其
歴
事
監
生
・
吏
舎
承
差
・
天

文
生
及
遠
方
官
︑
另
給
有
小
勘
合
応
付
︑
並
無
人
夫
長
単
︒
若
仍
擅
用

公
差
官
員
勘
合
与
長
単
者
︑
即
係
詐
冒
︑
不
許
応
付
︑
仍
行
拿
問
︒
須

至
勘
合
者
︒

こ
の
文
面
か
ら
以
下
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
︒

第
一
︑
半
印
勘
合
が
実
施
さ
れ
て
す
で
に
久
し
い
が
︑
規
定
を
守
ら
ず
︑

定
額
の
一
〇
な
い
し
二
〇
倍
を
超
え
て
夫
馬
を
使
用
す
る
者
な
ど
が
い
た
た

め
︑
駅
逓
シ
ス
テ
ム
の
運
営
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
︒

第
二
︑
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め
︑
勘
合
文
書
の
ほ
か
︑
途
中
の
駅
逓

が
実
際
に
﹁
応
付
﹂
す
な
わ
ち
支
給
し
た
夫
馬
な
ど
の
数
を
記
録
し
︑
勘
合

に
記
さ
れ
て
い
る
夫
馬
な
ど
の
提
供
額
と
照
合
し
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の

﹁
長
単
﹂
を
設
け
る⑨
︒
支
給
の
規
定
を
超
え
る
要
求
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
︒

違
反
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
事
実
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
る
︒

第
三
︑
業
務
終
了
後
︑
使
用
し
た
勘
合
と
長
単
を
速
や
か
に
所
定
の
衙
門

に
提
出
し
返
却
す
る
︒
在
外
の
地
方
衙
門
は
回
収
し
た
勘
合
と
長
単
を
四
半
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期
ご
と
に
兵
部
に
返
却
す
る
︒

第
四
︑
歴
事
監
生
︑
吏
員
な
ど
の
公
務
出
張
者
に
対
し
︑
小
勘
合
を
交
付

す
る
︒
彼
ら
に
は
駅
夫
を
提
供
せ
ず
︑
長
単
も
交
付
し
な
い
︒

こ
れ
ら
︑
特
に
﹁
長
単
﹂
と
﹁
小
勘
合
﹂
の
新
設
︑
お
よ
び
使
用
後
の
返

還
規
定
は
︑
万
暦
三
年
︑
張
居
正
に
よ
る
駅
逓
改
革
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た

主
要
な
措
置
で
あ
る
︒

�
︑
本
体
左
半
分

右
半
分
に
あ
る
勘
合
の
使
用
規
定
に
比
べ
れ
ば
︑
勘
合
を
用
い
て
駅
逓
を

利
用
す
る
際
の
詳
細
を
記
入
し
た
左
半
分
の
内
容
は
少
し
複
雑
で
あ
る
︒
こ

の
部
分
は
︑
発
行
に
関
す
る
事
務
処
理
の
使
用
欄
で
あ
る
︒

︵
Ａ
︶
格
眼
戳
記

﹁
計
開
﹂
の
す
ぐ
左
に
﹁
格
眼
﹂
と
呼
ば
れ
る
罫
線
の
あ
る
墨
の
戳
記
が

押
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
な
か
に
︑
勘
合
所
持
者
︑
駅
逓
利
用
の
目
的
︑
勘
合

字
号
︑
支
給
す
べ
き
食
料
・
船
・
馬
・
車
両
・
駅
夫
の
数
量
︑
お
よ
び
勘
合

の
返
却
地
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
記
入
の
責
任
者
は
︑
駅
逓
を
司

る
兵
部
車
駕
清
吏
司
の
官
僚
で
あ
る
に
違
い
な
い
︒
詳
細
は
下
記
の
よ
う
な

内
容
で
あ
る
︵
︹

︺
は
筆
写
し
て
記
入
す
る
内
容
︶
︒

︹
衍
聖
公
孔
︺
奉

前
往
︹
北
京
︺
処
︹
進
表
文
回
還
︺
公
幹
︑
齎
兵

部
︹
温
︺
字
︹
三
百
三
／
十
七
︺
号
勘
合
︑
支
廩
給
︹
壹
︺
分
︑
口
糧

︹
壹
拾
︺
分
︑
水
路
站
／
紅
舡
︹
肆
︺
隻
︑
陸
路
︹
上
︺
馬
︹
捌
︺
匹
︑

驢
︹
壹
拾
︺
頭
︑
︹
大
︺
車
︹
伍
︺
輌
︑
人
夫
︹
柒

拾
︺
名
︑
到
︹
彼

住
止
︺
︒
合
行
一
体
遵
照
︒
以
上
或
例
有
︑
或
例
無
︑
或
往
回
︑
或
到
彼
住

止
投
収
︒
俱
明
白
査
填
格
内
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
以
下
の
数
点
が
わ
か
る
︒

第
一
︑
表
文
を
提
出
す
る
た
め
に
上
京
し
た
衍
聖
公
は
公
務
を
終
え
︑
駅

逓
を
利
用
し
て
衍
聖
公
府
の
所
在
地
曲
阜
に
帰
還
す
る
︒

第
二
︑
交
付
を
受
け
た
兵
部
の
勘
合
は
︑
温
字
三
百
三
十
七
号
で
あ
る
︒

第
三
︑
途
中
の
駅
站
で
支
給
す
る
廩
給
・
口
糧
・
船
・
馬
・
ロ
バ
・
車

両
・
人
夫
の
額
が
記
さ
れ
る
︒

第
四
︑
支
給
を
受
け
ら
れ
る
区
間
は
北
京
～
曲
阜
の
間
で
あ
る
︒

第
五
︑
最
後
に
あ
る
﹁
以
上
～
格
内
﹂
の
部
分
は
︑
事
前
に
印
刷
さ
れ
た

小
さ
い
文
字
で
あ
り
︑
勘
合
使
用
に
関
す
る
各
項
目
を
明
確
に
記
入
す
る
よ

う
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
こ
の
格
眼
戳
記
の
全
体
を
覆
う
形
で
︑
上

か
ら
兵
部
車
駕
清
吏
司
の
官
印
が
五
つ
押
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒

︵
Ｂ
︶
半
印
字
号

︵
Ａ
︶
の
左
に
墨
書
の
﹁
内
温
字
三
百
三
十
七
号
﹂
の
左
半
分
が
あ
り
︑

そ
の
上
に
左
に
傾
斜
す
る
形
で
官
印
の
左
半
分
︑
お
よ
び
字
号
と
官
印
を
囲

む
よ
う
な
形
で
墨
書
し
た
〇
の
左
半
分
が
あ
る
︒
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﹁
温
字
三
百
三
十
七
号
﹂
と
は
︑
︵
Ａ
︶
に
も
記
さ
れ
る
当
勘
合
の
番
号

で
あ
る
︒
明
代
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
﹁
温
﹂
字
勘
合
は
︑
衍
聖
公
に
よ
る
上

京
の
際
に
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る⑩
︒
﹁
温
﹂
字
の
ま
え
に
あ

る
﹁
内
﹂
と
は
︑
﹁
内
号
﹂
す
な
わ
ち
北
京
兵
部
よ
り
発
行
し
た
場
合
︑
字

号
︵
こ
の
場
合
で
は
﹁
温
﹂
︶
の
前
に
つ
け
る
識
別
記
号
で
あ
る
︒
明
朝
の

規
定
で
は
︑
兵
部
が
発
行
し
た
勘
合
書
類
の
字
号
の
前
に
﹁
内
﹂
︑
﹁
南
京
兵

部
・
各
処
撫
按
等
衙
門
﹂
が
発
行
し
た
も
の
に
﹁
外
﹂
︑
と
い
う
文
字
を
そ

れ
ぞ
れ
つ
け
て
︑
勘
合
の
発
行
元
を
識
別
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た⑪
︒

字
号
の
上
に
あ
る
官
印
は
不
鮮
明
で
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
発

行
官
庁
か
ら
み
て
兵
部
の
印
で
あ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

字
号
と
官
印
を
囲
む
よ
う
な
形
で
墨
書
し
た
︑
左
半
分
し
か
残
っ
て
い
な

い
〇
と
い
う
記
号
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
前
述
し
た
王
健
美
の
﹁
〇
が
返

却
済
み
の
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
に
コ
メ
ン
ト
で
き
る
だ
け
の
能
力
は

な
い
が⑫
︑
孔
府
檔
案
の
勘
合
に
限
っ
て
考
え
て
み
る
︒
本
来
︑
兵
部
勘
合
は

使
用
終
了
後
に
山
東
省
の
地
方
官
庁
を
通
し
て
兵
部
に
返
却
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
だ
が
︑
返
却
を
意
味
す
る
﹁
繳
﹂
も
し
く
は
﹁
銷
﹂
と
い
う
文

字
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑
返
却
の
年
月
日
を
記
入
す
る
欄
も
空
白
の
ま
ま
で
︑

孔
府
に
存
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
孔
府
が
兵
部
よ
り
受
領
し
て
未
使
用
の

﹁
温
字
二
百
五
十
三
号
﹂
小
勘
合
に
も
字
号
と
官
印
を
囲
む
墨
書
し
た
〇
の

左
半
分
が
あ
る⑬
︒
し
た
が
っ
て
︑
孔
府
檔
案
に
あ
る
勘
合
に
限
っ
て
言
え
ば
︑

筆
者
の
﹁
字
号
と
官
印
と
と
も
に
偽
造
防
止
措
置
の
一
つ
で
あ
る
﹂
と
い
う

主
張
は
や
は
り
間
違
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
字
号
と
官
印
を

囲
む
墨
書
し
た
〇
は
︑
次
の
︵
Ｃ
︶
﹁
兵
科
戳
記
﹂
の
上
に
書
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
兵
部
で
は
な
く
︑
兵
科
給
事
中
が
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

︵
Ｃ
︶
兵
科
戳
記

︵
Ｂ
︶
の
右
に
は
︑
兵
科
給
事
中
に
よ
る
﹁
掛
号
﹂
︵
後
述
︶
す
な
わ
ち

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
時
の
戳
記
が
あ
る
︒
こ
の
戳
記
に
は
罫
線
が
な
い
が
︑
記

入
す
る
部
分
が
あ
る
︒

兵
科
験
過
︹
衍
聖
公
孔
︺
差
往
︹
山
東
︺
︑
応
支
廩
給
︹
壹
︺
分
︑
口

糧
︹
拾
︺
分
︑
舡
︹
肆
︺
隻
︑
馬
︹
捌
︺
匹
︑
驢
︹
拾
︺
頭
︑
車

︹
伍
︺
輌
︑
夫
︹
柒
拾
︺
名
︒
除
本
科
填
定
此
印
︑
務
照
数
目
︒
如
有

外
加
夫
馬
等
項
者
︑
俱
一
切
不
准
応
付
︒

こ
の
戳
記
の
内
容
か
ら
︑
先
に
引
用
し
た
兵
部
車
駕
清
吏
司
の
︵
Ａ
︶

﹁
格
眼
戳
記
﹂
に
記
載
し
た
︑
勘
合
を
用
い
て
駅
逓
を
利
用
す
る
際
の
各
支

給
項
目
と
数
量
を
︑
兵
科
給
事
中
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
確
認
し
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
こ
の
戳
記
全
体
を
覆
う
形
で
兵
科
給
事
中
の
官
印
が
二
つ
押
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
上
に
は
︑
さ
ら
に
墨
書
し
た
〇
の
左
半
分
が
あ
る
︒

︵
Ｄ
︶
山
東
撫
按
戳
記

︵
Ｃ
︶
の
下
方
に
あ
る
こ
の
戳
記
に
も
罫
線
が
な
い
︒
そ
の
内
容
は
以
下
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の
と
お
り
で
あ
る
︒

山
東
撫
／
按
委
官
掛
号
訖
︒
万
暦
︹
三
十
五
︺
年
︹
陸
︺
月
︹
十
三
︺

日
︹
上
水
︺

﹁
三
十
五
﹂
・
﹁
陸
﹂
・
﹁
上
水
﹂
が
墨
書
で
あ
る
の
に
対
し
︑
﹁
十
三
﹂
は

朱
筆
で
あ
る
︒
戳
記
の
最
後
に
あ
る
﹁
上
水
﹂
と
は
︑
運
河
を
遡
航
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
︒
衍
聖
公
は
北
京
よ
り
曲
阜
に
戻
る
途
中
︑
臨
清
よ
り
大
運

河
の
一
部
と
な
る
魯
運
河
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
魯
運
河
の

水
は
南
か
ら
北
へ
流
れ
る
た
め
︑
遡
航
す
る
こ
と
に
な
る
︒
明
代
に
は
︑

﹁
上
水
﹂
に
あ
た
っ
て
勘
合
の
規
定
以
外
に
﹁
人
夫
﹂
を
支
給
す
る
規
定
が

あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
正
徳
九
年
︵
一
五
一
四
︶
に
運
河
の
﹁
裏
河
﹂
つ
ま

り
淮
安
～
揚
州
の
区
間
に
お
い
て
﹁
上
水
﹂
を
す
る
﹁
公
差
官
船
﹂
に
対
し
︑

一
二
名
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
嘉
靖
七
年
︵
一
五
二
八
︶
に
規
定

が
改
め
ら
れ
︑
運
河
の
全
区
間
に
お
い
て
﹁
上
水
﹂
を
す
る
﹁
文
武
大
臣
﹂

な
ど
に
対
し
二
〇
名
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
公
差
人
員
﹂
に
対
し
一
〇
名
を
一
律

に
支
給
す
る
こ
と
と
し
た⑭
︒
し
か
し
︑
こ
の
戳
記
は
衍
聖
公
一
行
に
対
し
︑

﹁
上
水
﹂
の
た
め
の
人
夫
を
支
給
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
山
東
省
所
管
の
魯

運
河
に
入
っ
た
時
に
︑
﹁
山
東
撫
／
按
﹂
の
委
任
を
受
け
た
官
僚
が
﹁
掛
号
﹂

を
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
撫
﹂
の
全
称
は
﹁
巡
撫
山
東
等

処
地
方
督
理
営
田
兼
管
河
道
提
督
軍
務
﹂
で
あ
り
︑
﹁
按
﹂
は
巡
按
御
史
の

こ
と
で
あ
る⑮
︒

︵
Ｅ
︶
発
行
記
録

︵
Ｃ
︶
と
︵
Ｄ
︶
の
左
に
︑
当
該
勘
合
の
発
行
年
月
日
が
記
さ
れ
る
︒

万
暦
︹
参
拾
伍
︺
年
︹
伍
︺
月
︹
十
五
︺
日
給

朱
書
し
た
﹁
十
五
﹂
は
︑
ほ
か
に
記
入
さ
れ
た
墨
書
文
字
よ
り
大
き
い
︒

﹁
暦
～
伍
﹂
ま
で
を
覆
う
形
で
︑
勘
合
の
発
行
衙
門
と
し
て
の
兵
部
の
官
印

が
押
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
前
述
し
た
﹁
斉
年
蓋
月
﹂
方
式
で
あ
る
︒

発
行
年
月
日
の
右
に
事
前
に
印
刷
し
た
﹁
部
﹂
と
い
う
大
き
な
文
字
が
あ

り
︑
そ
の
下
に
﹁
一
﹂
字
と
花
押
が
あ
る
︒
明
清
中
国
の
官
文
書
︑
と
り
わ

け
下
行
文
書
の
本
体
部
分
の
左
上
に
通
常
は
発
行
官
庁
を
示
す
一
字
が
大
き

く
記
さ
れ
る
︒
﹁
部
﹂
の
ほ
か
︑
﹁
府
﹂
﹁
院
﹂
な
ど
も
あ
る
︒

︵
Ｆ
︶
会
同
館
戳
記

︵
Ｅ
︶
の
発
行
記
録
の
左
下
に
は
会
同
館
の
戳
記
が
あ
る
︒
写
真
が
鮮
明

で
は
な
い
た
め
︑
戳
記
部
分
の
判
読
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑
戳
記
に
あ
る

﹁
馬
﹂
﹁
匹
﹂
﹁
驢
﹂
﹁
頭
﹂
﹁
験
﹂
︑
お
よ
び
記
入
し
た
﹁
温
﹂
﹁
壹
﹂
﹁
拾
﹂

﹁
站
﹂
﹁
紅
﹂
﹁
肆
﹂
﹁
上
﹂
﹁
捌
﹂
﹁
拾
﹂
﹁
伍
﹂
﹁
柒
拾
﹂
な
ど
の
文
字
か
ら
︑

︵
Ａ
︶
﹁
格
眼
戳
記
﹂
に
あ
る
途
中
の
駅
逓
で
支
給
を
受
け
ら
れ
る
各
項
目

と
数
量
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
戳
記
の
全
体
を
覆
う
形
で

二
枚
の
会
同
館
の
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
戳
記
の
左
に
下
記
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒

自
会
同
館
起
︒
照
依
坐
去
地
方
定
限

年

月

日
投
収
候
繳
︒
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こ
れ
は
︑
駅
逓
が
会
同
館
よ
り
出
発
す
る
こ
と
と
勘
合
の
返
却
の
所
定
時

期
を
記
入
す
る
部
分
で
あ
る
︒
返
却
の
予
定
時
期
は
空
白
の
ま
ま
で
あ
る
こ

と
か
ら
︑
当
該
勘
合
は
使
用
終
了
後
の
返
却
日
を
指
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
当
該
勘
合
は
発
行
時
に
﹁
返
却
不
要
﹂
と
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

会
同
館
は
明
代
の
駅
逓
制
度
に
お
い
て
︑
都
か
ら
駅
逓
使
用
の
始
ま
り
を

決
め
る
基
準
地
点
で
あ
る
︒
明
代
で
は
︑
北
京
よ
り
﹁
公
差
﹂
で
出
張
す
る

者
に
対
し
︑
﹁
会
同
館
で
起
関
応
付
す
る
﹂
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た⑯
︒
つ
ま

り
︑
会
同
館
は
国
の
駅
逓
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
出
発
点
と
し
て
︑
最
初
の
支
給

を
行
う
の
で
あ
る
︒
会
同
館
の
官
印
に
覆
わ
れ
て
い
る
会
同
館
戳
記
に
書
い

て
あ
る
の
は
︑
当
該
勘
合
の
所
持
者
に
対
し
︑
最
初
の
支
給
を
行
っ
た
と
き

の
内
容
で
あ
る
︒

以
上
が
勘
合
の
本
体
部
分
で
あ
る
︒

�
︑
欄
外
の
戳
記

上
方
の
欄
外
に
三
つ
の
戳
記
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
右
か
ら
紹
介
し
て
お
き

た
い
︒

︵
Ｇ
︶
兵
部
戳
記

万
暦
︹
参
︺
拾
︹
伍
︺
年
︹
伍
︺
月

日
兵
部
堂
上
用
印
鈐
験
過

仰
経
過
駅
逓
査
験
応
付
︑
如
無
本
部
印
信
験
号
︑
即
係
詐
偽
︑
所
在
官

司
径
送
該
道
究
問
︑
具
由
報
部
査
考
︒

こ
れ
は
︑
兵
部
の
堂
上
＝
兵
部
尚
書
／
侍
郎
が
兵
部
の
印
を
用
い
て
勘
合

に
捺
印
し
た
際
に
押
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
兵
部

の
印
が
押
さ
れ
て
い
な
い
勘
合
が
あ
れ
ば
︑
詐
偽
と
し
て
関
係
官
庁
が
た
だ

ち
に
御
史
︵
山
東
な
ら
山
東
道
監
察
御
史
︶
に
告
発
し
︑
事
情
経
過
を
記
し

た
書
面
を
兵
部
に
送
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
戳
記
を
覆
う

よ
う
に
兵
部
の
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒

︵
Ｈ
︶
車
駕
清
吏
司
戳
記

こ
の
戳
記
は
︵
Ｇ
︶
の
左
に
あ
る
︒

車
駕
清
吏
司
照
得
︑
勘
合
夫
馬
俱
有
定
数
︑
本
司
概
不
外
加
︒
如
有
外

加
字
面
︑
即
係
詐
冒
︑
沿
途
不
許
応
付
︒

こ
れ
は
︑
車
駕
清
吏
司
の
担
当
者
が
︵
Ａ
︶
﹁
格
眼
戳
記
﹂
で
支
給
す
べ

き
駅
逓
の
各
項
目
と
数
量
を
記
入
す
る
際
に
押
し
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
内
容
は
︑
﹁
格
眼
戳
記
﹂
に
記
し
た
も
の
以
外
に
追
加
が
な
い
こ
と
︑

も
し
追
加
す
る
よ
う
な
文
字
が
あ
れ
ば
︑
詐
欺
で
あ
り
︑
支
給
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
︑
と
い
う
使
用
上
の
規
定
で
あ
る
︒
こ
の
戳
記
の
う
え
に
も
車
駕

清
吏
司
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒

︵
Ｉ
︶
兵
科
給
事
中
戳
記

︵
Ｈ
︶
の
左
に
こ
の
戳
記
が
押
さ
れ
て
い
る
︒

万
暦
︹
卅
五
︺
年
︹
五
︺
月
︹
十
六
︺
日

兵
科
掛
号
訖
︒

﹁
十
六
﹂
は
朱
字
︑
﹁
卅
五
﹂
と
﹁
五
﹂
は
墨
書
で
あ
る
︒
こ
れ
は
勘
合

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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が
発
行
さ
れ
た
の
ち
︑
兵
科
給
事
中
が
﹁
掛
号
﹂
を
し
た
際
の
戳
記
で
あ
る

だ
ろ
う
︒

万
暦
三
年
に
行
わ
れ
た
勘
合
制
度
改
革
の
際
に
︑
大
勘
合
と
小
勘
合
が
発

行
さ
れ
た
の
ち
の
﹁
掛
号
﹂
に
つ
い
て
下
記
の
規
定
が
作
ら
れ
た⑰
︒

俱
付
兵
科
及
経
由
衙
門
掛
号
︒

つ
ま
り
︑
勘
合
が
発
行
さ
れ
て
か
ら
︑
兵
科
給
事
中
や
関
係
衙
門
に
よ
る

﹁
掛
号
﹂
を
済
ま
す
必
要
が
あ
る
︒
先
述
し
た
︵
Ｄ
︶
﹁
山
東
撫
按
戳
記
﹂

の
法
的
根
拠
も
こ
こ
に
あ
る
︒
当
兵
部
勘
合
の
発
行
日
は
万
暦
三
十
五
年
五

月
十
五
日
で
あ
っ
た
が
︑
翌
十
六
日
に
兵
科
給
事
中
の
衙
門
で
﹁
掛
号
﹂
を

し
た
︒
こ
の
戳
記
の
右
側
を
中
心
に
︑
斜
め
に
押
さ
れ
て
い
る
兵
科
給
事
中

の
官
印
の
半
印
︑
判
読
不
能
の
墨
書
し
た
漢
字
の
左
半
分
お
よ
び
そ
の
印
と

漢
字
を
囲
む
形
で
墨
書
し
た
〇
の
左
半
分
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
兵
科
給
事

中
に
よ
る
﹁
掛
号
﹂
の
印
で
あ
る
に
違
い
な
い
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
勘
合
上
方
の
欄
外
に
あ
る
こ
れ
ら
の
戳
記
は
勘
合
本

体
の
左
半
分
に
あ
る
戳
記
な
ど
と
の
間
に
は
︑
下
記
の
よ
う
な
相
関
関
係
の

存
在
と
処
理
の
順
序
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
︑
駅
逓
利
用
内
容
の
記
入
＝
Ａ
・
Ｈ
：
車
駕
清
吏
司
に
よ
る
も
の

︵
万
暦
三
十
五
年
五
月
十
五
日
以
前
︶

第
二
︑
発
行
・
交
付
＝
Ｅ
と
Ｂ
・
Ｇ
：
兵
部
の
責
任
者
に
よ
る
も
の
︵
万

暦
三
十
五
年
五
月
十
五
日
︶
︒

第
三
︑
兵
科
の
掛
号
＝
Ｃ
・
Ｉ
：
兵
科
給
事
中
に
よ
る
も
の
︵
万
暦
三
十

五
年
五
月
十
六
日
︶
︒

第
四
︑
最
初
の
支
給
＝
Ｆ
：
会
同
館
官
員
に
よ
る
も
の
︵
万
暦
三
十
五
年

五
月
十
六
日
以
後
︶
︒

第
五
︑
山
東
省
の
掛
号
＝
Ｄ
：
山
東
撫
按
委
官
に
よ
る
も
の
︵
万
暦
三
十

五
年
六
月
十
三
日
︶
︒

①

中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
編
﹃
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
蔵
�
州
文

書
類
編
・
散
件
文
書
﹄
︵
北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
︶
︑
第
四

冊
︑
一
一
一
頁
︒

②

﹃
明
太
祖
実
録
﹄
︑
巻
一
七
七
︑
洪
武
十
九
年
四
月
丙
戌
︑
二
六
八
四
頁
︒
﹁
初

工
部
籍
諸
工
匠
︑
験
其
丁
力
︑
定
以
三
年
為
班
︑
更
番
赴
京
︑
輪
作
三
月
︑
如
期

交
代
︑
名
曰
輪
班
匠
︒
議
而
未
行
︒
至
是
︑
工
部
侍
郎
秦
逵
復
議
挙
行
︑
量
地
遠

近
︑
以
為
班
次
︑
且
置
籍
︒
為
勘
合
︑
付
之
︒
至
期
齎
至
工
部
听
撥
︑
免
其
家
他

役
︒
著
為
令
︑
於
是
諸
工
匠
便
之
﹂
︒

③

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︵
揚
州
：
広
陵
書
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶
︑
巻
一
八
九
︑
工

部
︑
工
匠
︑
二
五
六
七
頁
︒
﹁
︵
洪
武
︶
二
十
六
年
定
︑
凡
天
下
各
色
人
匠
︑
編
成

班
次
︒
輪
流
將
齎
原
編
勘
合
為
照
︑
上
一
以
一
季
為
満
︒
⁝
其
在
京
各
色
人
匠
︑

例
応
一
月
上
工
一
十
日
︑
歇
二
十
日
﹂
︒

④

﹁
罰
工
﹂
と
は
︑
当
番
の
時
期
に
遅
れ
た
︑
す
な
わ
ち
﹁
失
班
﹂
し
た
職
人
に

対
す
る
﹁
補
班
﹂
や
﹁
罰
班
﹂
と
い
う
懲
罰
と
し
て
の
追
加
勤
務
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
本
勘
合
の
戳
記
記
録
に
よ
る
限
り
︑
当
勘
合
の
所
持
者
は
﹁
失
班
﹂
の
よ
う

な
過
失
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
正
罰
工
﹂
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
︒
﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
八
九
︑

工
部
︑
工
匠
︑
二
五
八
五
頁
︒
﹁
宣
德
六
年
奏
准
︑
差
官
査
理
浙
江
︑
南
直
隷
蘇
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松
等
府
州
失
班
工
匠
︑
⁝
其
丁
多
失
班
一
次
者
︑
赴
部
補
班
︒
二
次
三
次
以
上
︑

並
前
後
不
当
班
者
︑
送
問
罰
班
﹂
︒

⑤

孔
子
博
物
館
蔵
孔
府
檔
案
彙
編
編
纂
委
員
会
編
﹃
孔
子
博
物
館
藏
孔
府
檔
案
彙

編

明
代
巻
﹄
︑
北
京
：
国
家
図
書
館
出
版
社
︑
二
〇
一
八
年
︑
第
三
冊
︑
三
一

三

三
一
五
︑
五
六
一
頁
︒

⑥

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
九
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
勘
合
︑
二
〇
八
二
頁
︒

﹁
万
暦
三
年
︑
改
用
大
小
勘
合
︒
公
差
官
員
︑
例
該
応
付
稟
給
夫
馬
車
船
者
︑
照

旧
填
用
大
勘
合
︑
仍
給
長
単
︒
此
外
︑
如
齎
勅
及
部
差
舎
人
︑
各
衙
門
奏
帯
書
吏

与
監
生
︑
当
該
齎
奏
舎
人
吏
承
︑
南
京
天
文
生
︑
各
陵
墳
等
役
︑
遠
方
雑
職
等
官
︑

俱
另
立
一
式
︑
比
旧
差
小
︑
不
開
人
夫
廩
糧
︑
随
宜
給
発
︑
俱
付
兵
科
及
経
由
衙

門
掛
号
︒
外
号
者
亦
如
之
﹂
︒

⑦

﹃
礼
部
志
稿
﹄
︵
台
北
：
台
湾
商
務
印
書
館
︑
一
九
八
三

一
九
八
七
年
︑
影
印

文
淵
閣
四
庫
全
書
本
第
五
九
七
冊
︶
︑
巻
二
四
︑
印
信
制
度
︑
四
五
六

四
五
八

頁
︒
﹁
六
部
⁝
正
二
品
︑
銀
印
︑
⁝
方
三
寸
二
分
︑
厚
八
分
﹂
︒
﹁
⁝
六
部
各
司
⁝

従
五
品
︑
銅
印
︑
方
二
寸
四
分
︑
厚
四
分
五
釐
﹂
︒
﹁
吏
科
等
六
科
⁝
正
七
品
⁝
銅

印
︑
方
二
寸
一
分
︑
厚
三
分
﹂
︒
﹁
⁝
会
同
館
⁝
正
従
九
品
︑
俱
銅
印
︑
方
一
寸
九

分
︑
厚
二
分
二
釐
﹂
︒

⑧

欠
字
は
﹁
小
勘
合
﹂
を
参
照
し
て
補
い
︑
︻

︼
で
示
す
︒

⑨

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
九
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
勘
合
︑
二
〇
八
三
頁
︒

﹁
凡
勘
合
長
単
︒
万
暦
三
年
議
准
︑
大
勘
合
外
另
置
長
単
︑
随
同
給
発
︒
自
起
程

至
公
幹
地
方
︑
各
経
過
官
司
填
註
供
応
数
目
於
各
項
之
下
︑
用
印
鈐
蓋
︑
送
使
客

親
註
対
同
二
字
︒
俟
類
繳
之
日
︑
兵
部
委
主
事
同
兵
科
査
対
︑
有
違
例
者
︑
指
名

参
奏
﹂
︒

⑩

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
八
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
応
付
通
例
︑
二
〇
六
六

頁
︒
﹁
応
給
勘
合
例
︒
嘉
靖
三
十
七
年
定
︒
一
︑
衍
聖
公
赴
京
進
表
朝
賀
︑
支
廩

給
︒
陸
起
双
馬
車
両
人
夫
︑
水
給
站
船
︑
或
量
撥
馬
快
船
︑
多
不
過
三
隻
︒
帯
典

籍
︑
支
廩
給
︒
廟
丁
一
名
︑
家
人
二
名
︑
俱
支
口
糧
︑
応
付
駅
驢
各
一
頭
︒
水
路
︑

本
船
帯
去
︒
衍
聖
公
府
差
掌
書
︑
帯
廟
丁
一
人
︑
医
獣
一
人
︑
赴
京
進
貢
馬
匹
︒

掌
書
支
廩
給
︑
其
余
支
口
糧
︒
陸
路
駅
驢
各
一
頭
︑
水
路
站
船
︑
俱
往
回
応
付
︒

⁝
給
温
字
号
勘
合
﹂
︒

⑪

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
九
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
勘
合
︑
二
〇
八
二
頁
︒

﹁
凡
勘
合
︑
旧
例
公
差
往
回
︑
填
行
会
同
館
起
関
応
付
︑
在
外
者
皆
以
符
験
分
関
︒

嘉
靖
三
十
七
年
︑
改
設
内
外
勘
合
︒
部
中
給
者
︑
為
内
号
︒
該
応
付
者
︑
兵
部
填

給
編
発
︒
南
京
兵
部
各
処
撫
按
等
衙
門
者
︑
為
外
号
︒
各
照
地
方
大
小
︑
酌
量
多

寡
︑
編
発
収
貯
︒
遇
有
公
差
員
役
︑
及
境
内
大
小
衙
門
差
人
例
該
応
付
者
︑
許
給

一
道
︒
填
用
将
尽
︑
先
期
開
報
差
人
姓
名
︑
公
差
縁
由
︑
繳
部
酌
量
再
給
﹂
︒

⑫

清
代
文
書
の
﹁
半
印
字
号
﹂
と
そ
れ
を
囲
む
〇
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
︑
雷
栄

広
ら
は
王
健
美
と
異
な
る
見
解
を
示
し
て
︑
﹁
紙
と
底
簿
と
の
双
方
に
か
か
る
よ

う
に
筆
を
使
っ
て
〇
を
書
い
た
あ
と
︑
そ
の
〇
の
な
か
に
字
号
を
書
く
﹂
と
指
摘

し
て
い
る
︒
雷
栄
広
・
姚
楽
野
﹃
清
代
文
書
綱
要
﹄
︑
一
〇
八

一
〇
九
頁
︒

⑬

﹃
孔
子
博
物
館
蔵
孔
府
檔
案
彙
編
﹄
︑
第
三
冊
︑
五
六
一
頁
︒

⑭

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
八
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
駅
逓
事
例
︑
二
〇
六
四

頁
︒
﹁
正
德
九
年
令
︑
裏
河
公
差
官
船
︑
上
水
撥
夫
十
二
名
︑
下
水
八
名
︒
有
違

例
多
索
者
︑
必
罪
不
饒
︒
嘉
靖
七
年
題
准
︑
公
差
馳
駅
文
武
大
臣
︑
進
貢
進
鮮
等

項
人
夫
︑
水
路
︑
上
水
二
十
名
︒
陸
路
︑
扛
抬
︑
量
撥
︒
其
余
公
差
人
員
︑
上
水

止
許
十
名
︑
下
水
五
名
︑
陸
路
八
名
︒
敢
有
自
恃
勢
要
︑
増
添
一
名
者
︑
坐
贓
︒

奉
承
者
以
罷
軟
︑
各
治
罪
﹂
︒

⑮

﹃
明
史
﹄
︵
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
七
四
年
︶
︑
巻
七
三
︑
職
官
志
二
︑
一
七

七
七
頁
︒
﹁
巡
撫
山
東
等
処
地
方
督
理
営
田
兼
管
河
道
提
督
軍
務
一
員
︒
正
統
五

年
始
設
巡
撫
︒
十
三
年
︑
定
遣
都
御
史
︒
嘉
靖
四
十
二
年
︑
加
督
理
営
田
︒
万
暦

七
年
︑
兼
管
河
道
︒
八
年
︑
加
提
督
軍
務
﹂
︒

⑯

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
九
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
勘
合
︑
二
〇
八
二
頁
︒

﹁
凡
勘
合
︑
旧
例
公
差
往
回
︑
填
行
会
同
館
起
関
応
付
︑
在
外
者
皆
以
符
験
分

関
﹂
︒

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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※呉展「明代戸帖的史料価値与版本価値」、『中国史研究動態』、2006年第�期、第20-22頁。

王鈺欣ら『�州千年契約文書：宋元明編』（石家荘：花山文芸出版社、1991年序）、第�巻、

第25頁。李詡『戒庵老人漫筆』（北京：中華書局、1982年）、巻�、半印勘合戸帖、第34-

35頁。

甲 乙

代表的文書 明成化工部班匠勘合 明万暦兵部駅逓勘合

（参考） 明洪武戸帖※ 清「河南正考官勘合」

形状 長方形 長方形（下）＋梯形（上）

辺欄 双欄、二本の欄線の間に水草・炎などの紋様

表� 明代勘合の形状

⑰

﹃
︵
万
暦
︶
大
明
会
典
﹄
︑
巻
一
四
九
︑
兵
部
︑
駅
伝
︑
勘
合
︑
二
〇
八
二
頁
︒

以
上
で
見
て
き
た
研
究
の
進
展
︑
と
り
わ
け
元
代
勘
合
の
研
究
お
よ
び
明

代
精
微
批
文
に
関
す
る
研
究
の
進
展
︑
お
よ
び
明
代
勘
合
の
実
物
の
発
見
は

非
常
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
清
代
勘
合
の
形
状
か
ら
明
代
勘
合

の
形
状
を
推
測
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
研
究
方
法
か
ら
︑
明
代
勘
合
の
実

物
に
即
し
て
探
求
す
る
方
法
が
確
立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
の
進
展
と
資
料
の
新
発
見
か
ら
︑
私
が
旧
稿
で
述

べ
た
明
代
勘
合
の
形
状
に
つ
い
て
の
推
論
は
ほ
ぼ
正
し
か
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
︒
し
か
し
︑
﹁
批
文
勘
合
﹂
に
つ
い
て
は
訂
正
し
た
い
︒
つ
ま

り
︑
﹁
批
文
勘
合
﹂
は
︑
﹁
批
文
﹂
と
﹁
勘
合
﹂
と
い
う
二
種
類
の
官
文
書
で

あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
︒

以
上
の
説
明
を
整
理
す
る
と
︑
明
代
勘
合
の
形
状
に
は
二
種
類
あ
っ
た

︵
表
�
参
照
︶
︒

現
在
︑
甲
と
乙
の
関
係
︑
つ
ま
り
参
考
の
も
の
も
含
め
て
︑
勘
合
の
形
状

は
洪
武
↓
成
化
↓
万
暦
⁝
と
時
間
的
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
︑

な
お
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
︒
敢
え
て
言
う
な
ら
︑
職
人
の

身
分
証
明
書
兼
通
行
許
可
書
で
あ
る
甲
︑
す
な
わ
ち
明
成
化
工
部
班
匠
勘
合

の
ほ
う
が
機
能
上
に
お
い
て
使
節
の
身
分
証
明
書
兼
渡
航
許
可
書
で
あ
る
朝

貢
勘
合
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
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甲
と
乙
の
両
方
に
あ
る
辺
欄
と
は
︑
官
文
書
︑
と
り
わ
け
下
行
文
書
に
よ

く
使
わ
れ
る
一
種
の
﹁
飾
り
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
実
物
と
し
て
︑
元

代
の
税
票①
・
明
洪
武
戸
帖
︵
一
種
の
世
帯
全
員
分
の
戸
籍
・
資
産
の
登
録
済

証
明
書②
︶
・
火
票
と
信
牌
︵
と
も
に
命
令
文
書③
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
江

戸
時
代
の
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
に
紹
介
さ
れ
た
商
人
に
交
付
し
た
海
外
貿
易
に
必

要
な
許
可
文
書
︑
つ
ま
り
県
照
・
部
照
・
船
照
・
憲
照
か
ら
も
辺
欄
の
存
在

が
確
認
で
き
る④
︒

言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
日
明
交
渉
中
に
使
用
し
た
勘
合
︑
な
い
し
対
外
関

係
を
司
る
礼
部
が
発
行
し
た
勘
合
の
実
物
は
︑
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い⑤
︒

よ
っ
て
︑
先
に
紹
介
し
た
研
究
成
果
と
明
代
勘
合
の
実
物
の
発
見
は
︑
あ
く

ま
で
日
明
関
係
に
お
け
る
勘
合
︑
と
く
に
そ
の
形
状
を
認
識
す
る
た
め
の
手

が
か
り
に
す
ぎ
な
い
︒
か
つ
て
日
明
の
通
交
間
に
使
用
さ
れ
た
﹁
本
字
勘

合
﹂
﹁
日
字
勘
合
﹂
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
が
︑
明

朝
兵
部
と
同
列
に
あ
る
礼
部
が
発
行
し
た
勘
合
の
発
見
を
期
待
し
な
が
ら
筆

を
擱
く
︒

①

塔
拉
ら
編
﹃
中
国
蔵
黒
水
城
漢
文
文
献
﹄
︑
第
六
冊
︑
一
二
二
〇
頁
︒

②

呉
展
﹁
明
代
戸
帖
的
史
料
価
値
与
版
本
価
値
﹂
︑
﹃
中
国
史
研
究
動
態
﹄
︑
二
〇

〇
六
年
第
九
期
︑
二
〇

二
二
頁
︒
王
鈺
欣
ら
﹃
�
州
千
年
契
約
文
書
：
宋
元
明

編
﹄
︵
石
家
荘
：
花
山
文
芸
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
序
︶
︑
第
一
巻
︑
二
五
頁
︒
李

詡
﹃
戒
庵
老
人
漫
筆
﹄
︵
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
八
二
年
︶
︑
巻
一
︑
半
印
勘
合

戸
帖
︑
三
四

三
五
頁
︒

③

﹃
�
州
千
年
契
約
文
書
：
宋
元
明
編
﹄
︑
第
一
巻
︑
二
五
七
︑
二
八
八
︑
三
一
九

頁
な
ど
︑
第
二
巻
︑
四
〇
︑
七
六
︑
一
九
二
︑
二
九
〇
︑
三
一
四
︑
三
一
九
︑
四

四
八
頁
な
ど
︒
中
国
国
家
博
物
館
編
﹃
中
国
国
家
博
物
館
蔵
文
物
研
究
叢
書
・
明

清
檔
案
巻
・
清
代
﹄
︵
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶
︑
二
六
八

二

八
三
頁
︒
四
川
省
檔
案
館
編
﹃
巴
蜀
擷
影
：
四
川
省
檔
案
館
蔵
清
史
図
片
集
﹄

︵
北
京
：
中
国
人
民
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶
︑
九

一
一
︑
一
六
︑
二
四

二
七
︑
三
八

三
九
︑
四
三
︑
六
六

七
〇
頁
な
ど
︒

④

中
川
忠
英
︵
孫
伯
醇
・
村
松
一
弥
編
︶
﹃
清
俗
紀
聞
�
﹄
︵
東
京
：
平
凡
社
︑
一

九
六
六
年
︑
東
洋
文
庫
七
〇
︶
九
二
︑
九
七
︑
九
九
︑
一
〇
一
頁
︒

⑤

文
献
に
は
﹁
礼
部
格
字
五
千
三
百
九
十
一
号
勘
合
﹂
と
い
う
記
載
が
あ
る
︒
﹃
孔

子
博
物
館
蔵
孔
府
檔
案
彙
編
︵
明
代
巻
︶
﹄
︑
第
三
巻
︑
三
四
九
頁
︒

付
記
：
近
年
︑
中
国
国
内
に
お
け
る
明
代
の
勘
合
文
書
の
研
究
状
況
な
ど
に
つ
い
て
︑

欒
成
顕
︵
中
国
社
会
科
学
院
︶
・
阿
風
︵
同
︶
・
陳
宝
良
︵
西
南
大
学
︶
・
呉
偑
林

︵
曲
阜
師
範
大
学
︶
・
黄
忠
鑫
︵
曁
南
大
学
︶
・
申
斌
︵
広
東
省
社
会
科
学
院
︶
の
各

氏
か
ら
教
え
を
頂
い
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
︒

本
研
究
は
科
研
費
︵
JP
17K
03153
︶
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
大
阪
経
済
法
科
大
学
国
際
学
部
教
授
︶

日明関係における「勘合」の形状についての新知見（伍）
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New Insights on the Format of Authorization Tallies（勘合）

Used in Relations between Japan and the Ming Dynasty

by

WU Yue

In 2001, I published an essay, “Authorization Tallies in the Context of

Relations between Japan and the Ming Dynasty: Their Documentary

Format.” I noted some problematic issues in the “conventional wisdom” in

past scholarship on authorization tallies (Chn. kanhe; Jpn. kangō). Based on

the structure of official documents in traditional China, I discussed my views

and offered a new interpretation. Since then, academic research has

advanced, and new historical sources have been published. In this essay, I,

first, review advances in research surrounding the Ming authorization tallies

issued to Japan; second, assess past interpretations within and beyond Japan,

including my own early views, using recently available historical materials;

and third, share some new insights.

In recent years, research on both Yuan-period authorization tally

documents and Ming-period imperial orders of assignment documents has

made great strides. This essay draws on those bodies of work and makes use

of recently published Ming-period authorization tally documents. My new

insights derive primarily from two examples of Ming-period authorization

documents. One is a 1470 tally authorization document related to state

artisans that was issued by the Ministry of Work, which was published in

2017. The second is a 1607 tally authorization document related to the state

postal relay system that was issued by the Ministry of War, published in

2018. Both documents are large format. The 1470 example is the oldest

known surviving manuscript copy of a tally authorization document. The

1607 example, which is woodblock printed, includes an official seal and a

stamp, in addition to the documentʼs content. The former is square in shape,

while the body of the latter is rectangular with a trapezoidal shape above

the main body. The trapezoidal portion of the second document includes the

characters “Ministry of War Tally Authorization,” which makes clear the

nature of the document. Based on the official seal and stamp, one can

ascertain how the document was composed and issued as well as protocols
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and sequence of its use.

For these reasons, the discovery of these Ming-period authorization tally

documents is extremely significant. They make possible analysis of actual

Ming-period specimens rather than extrapolating from the form of Qing-

period authorization tally documents.

Key Words ; authorization tallies (Chin. kanhe; Jpn. kangō), official documents,

relations between Japan and the Ming dynasty, traditional China
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